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本
研
究
で
は
、
倭
政
権
の
軍
事
的
施
策
と
宗
教
的
施
策
を
検
討
し
、
国
境
域
防
衛
機
構
の
全
体
像
描
写
を
試
み
た
。
軍
事
的
施
策
の
一
つ
と
し
て
施
行
さ
れ
た
古
代
山

城
の
築
城
は
、
古
墳
時
代
後
期
よ
り
整
備
さ
れ
て
き
た
戦
時
侵
攻
体
制
（
軍
事
動
員
・
物
資
備
蓄
）
上
に
存
在
し
て
お
り
、
交
通
路
や
拠
点
的
ミ
ヤ
ケ
の
分
布
と
も
一
定

の
相
関
関
係
を
も
つ
。
外
敵
襲
来
時
の
「
戦
場
」
と
な
る
筑
紫
洲
北
部
で
は
、『
日
本
書
紀
』
で
は
古
代
山
城
築
城
記
事
に
先
ん
じ
て
、
防
人
・
烽
配
備
と
と
も
に
水
城

築
造
が
記
載
さ
れ
る
た
め
、
筑
紫
洲
を
縦
走
す
る
南
北
路
の
閉
塞
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
次
い
で
築
城
記
事
が
あ
る
大
野
城
と
、
そ
の
対
面
に
あ
る
小

水
城
群
・
牛
頸
丘
陵
は
、
水
城
を
挟
ん
で
鶴
翼
状
配
置
を
採
り
、
水
城
前
面
で
の
外
敵
迎
撃
が
基
本
戦
略
で
あ
っ
た
と
把
握
で
き
る
。
こ
の
主
要
迎
撃
地
点
で
臨
戦
態
勢

を
採
っ
て
い
た
の
が
筑
紫
大
宰
で
あ
る
。
筑
紫
大
宰
が
動
員
す
る
公
的
軍
隊
は
、
任
地
の
筑
紫
国
造
軍
が
主
力
で
あ
り
、
同
国
造
軍
は
鞠
智
城
と
も
接
続
す
る
南
北
路
を

利
用
し
て
外
征
軍
動
員
を
重
ね
て
き
た
実
績
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
水
城
前
面
で
の
外
敵
迎
撃
は
戦
術
的
優
位
だ
け
で
な
く
、
軍
事
動
員
・
兵
站
確
保
と
い
う
戦
略
的
優
位

も
確
保
し
て
い
た
と
評
価
で
き
る
。

一
方
で
、
外
敵
襲
来
が
警
戒
さ
れ
る
玄
界
灘
航
路
の
要
衝
・
宗
像
地
域
は
、
古
代
山
城
分
布
の
空
白
地
で
あ
る
。
宗
像
地
域
は
古
墳
時
代
（
四
世
紀
）
よ
り
倭
政
権
が

信
仰
し
て
き
た
宗
像
神
の
坐
す
地
で
あ
り
、
同
地
に
は
充
神
民
が
居
住
し
て
き
た
。
古
代
山
城
築
城
期
と
重
な
る
飛
鳥
時
代
後
半
（
七
世
紀
後
半
）
に
は
神
郡
が
宗
像
神

に
奉
じ
ら
れ
、倭
政
権
の
宗
教
的
施
策
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
神
郡
郡
司
・
宗
像
神
社
神
主
を
同
族
の
み
で
独
占
す
る
宗
像
君
（
宗
形
朝
臣
氏
）
と
、

そ
の
服
属
集
団
で
あ
る
宗
像
部
は
玄
界
灘
航
路
沿
い
の
港
湾
に
分
布
し
、
古
墳
時
代
中
期
以
後
、
筑
紫
君
と
な
ら
ぶ
大
規
模
動
員
力
を
古
代
山
城
築
城
期
に
も
保
持
し
て

い
た
。
つ
ま
り
、
宗
像
神
が
坐
す
神
郡
は
、
軍
事
と
宗
教
の
両
面
で
守
護
さ
れ
た
土
地
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
。

　

総
括
す
る
と
、「
戦
場
」
と
な
る
筑
紫
州
で
の
古
代
山
城
配
置
に
は
、
地
質
環
境
や
交
通
路
と
い
っ
た
即
物
的
な
軍
事
要
因
だ
け
で
な
く
、
①
各
国
造
軍
を
率
い
る
氏

族
の
歴
史
的
実
績
や
、
②
倭
政
権
の
国
家
的
宗
教
体
系
も
反
映
し
て
い
る
と
結
論
で
き
る
。

要
旨倭

政
権
の
国
境
域
防
衛
機
構
―
軍
事
的
施
策
と
宗
教
的
施
策
―

小
嶋　

篤
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倭
政
権
の
国
境
域
防
衛
機
構
―
軍
事
的
施
策
と
宗
教
的
施
策
―

小
嶋　

篤

は
じ
め
に

　

本
研
究
で
は
、
古
代
山
城
群
が
築
城
さ
れ
た
飛
鳥
時
代
に
お
け
る
倭
政
権
の

防
衛
機
構
に
つ
い
て
、
軍
事
的
施
策
と
宗
教
的
施
策
の
両
面
か
ら
追
究
す
る
。

軍
事
的
施
策
を
検
証
で
き
る
代
表
的
考
古
資
料
が
「
古
代
山
城
」
で
あ
り
、
鞠

智
城
の
調
査
研
究
を
は
じ
め
と
し
た
研
究
蓄
積
が
あ
る
。
一
方
で
、
防
衛
戦
略

に
お
け
る
宗
教
的
施
策
に
つ
い
て
の
研
究
、
と
く
に
四
天
王
信
仰
と
古
代
山
城

が
国
策
と
し
て
結
合
し
た
宝
亀
五
年
（
七
七
四
年
）
以
前
に
つ
い
て
は
研
究
蓄

積
が
進
ん
で
い
な
い
。
し
か
し
、
古
代
山
城
の
築
城
・
整
備
期(

天
武
朝
以
降)

に
編
纂
が
進
め
ら
れ
た
『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』
を
読
む
と
、
戦
争
時
に
神

仏
へ
の
祈
り
を
捧
げ
る
場
面
が
散
見
さ
れ
、
軍
事
目
的
の
達
成
が
神
仏
の
加
護

下
で
な
さ
れ
る
と
い
う
認
識
が
う
か
が
え
る
（
註
１
）。
加
え
て
、
統
治
者
の

施
策
・
統
治
理
念
と
し
て
も
、
神
祇
・
仏
法
守
護
を
重
要
視
し
て
い
る
の
は
明

ら
か
で
あ
る
（
註
２
）。
つ
ま
り
、
唐
・
新
羅
軍
の
来
襲
に
備
え
た
飛
鳥
時
代

(

六
六
三
年
以
降)

の
防
衛
機
構
に
お
い
て
も
、
軍
事
的
施
策
に
加
え
て
、
宗

教
的
施
策
を
把
握
し
な
け
れ
ば
全
体
像
は
見
通
せ
な
い
と
考
え
る
。

　

本
研
究
で
は
上
記
研
究
視
点
に
基
づ
き
、
飛
鳥
時
代
に
お
け
る
倭
政
権
の
軍

事
的
施
策
と
宗
教
的
施
策
を
個
別
に
検
討
し
た
後
、
両
者
を
有
機
的
に
統
合
す

る
こ
と
で
、
国
境
域
に
お
け
る
防
衛
機
構
の
描
写
を
試
み
る
。
な
お
、
論
理
構

成
上
、
現
代
の
合
理
的
思
考
に
よ
り
「
軍
事
」
と
「
宗
教
」
に
二
分
す
る
形
で

検
討
を
進
め
る
が
、「
軍
事
」
と
「
宗
教
」
の
境
界
自
体
が
曖
昧
な
社
会
を
対

象
と
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
条
件
と
し
て
掲
げ
て
お
き
た
い
。

一
．
倭
政
権
の
軍
事
的
施
策

　

古
代
山
城
築
城
期
の
軍
事
的
施
策
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
七
年
度
鞠
智
城
跡

「
特
別
研
究
」
を
皮
切
り
に
、
①
施
設
、
②
軍
隊
、
③
兵
器
、
④
戦
術
、
⑤
戦

略
と
い
っ
た
視
点
か
ら
多
角
的
検
討
を
重
ね
て
き
た
（
小
嶋
二
〇
一
六
ｂ
ｃ
・

二
〇
二
一
ａ
・
二
〇
二
四
ａ
等
）。
以
下
で
は
そ
の
成
果
も
組
み
込
み
な
が
ら
、

倭
政
権
の
軍
事
的
施
策
を
整
理
す
る
。

（
一
）
国
造
軍
の
筑
紫
駐
屯

　
旧
百
済
国
か
ら
の
撤
退　
白
村
江
の
戦
い
（
天
智
天
皇
二
年
（
六
六
三
年
）

八
月
十
七
～
二
十
八
日
）
を
経
て
、
確
認
で
き
る
軍
事
行
動
は
旧
百
済
国
か
ら

の
倭
国
軍
の
撤
退
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
、
同
年
九
月
二
十
四
日

に
弖
礼
城
か
ら
百
済
遺
民
と
と
も
に
船
出
し
て
い
る
。
組
織
的
撤
退
が
ど
の
程

度
遂
行
さ
れ
た
か
は
不
確
か
だ
が
、
残
存
部
隊
の
主
力
は
船
団
を
組
ん
で
渡
海

し
た
こ
と
が
分
か
る
。
倭
政
権
と
し
て
の
最
初
の
軍
事
施
策
は
、
筑
紫
洲
北
部

で
な
さ
れ
た
部
隊
の
再
編
成
で
あ
る
。
本
編
成
は
帰
郷
に
向
け
た
態
勢
整
備
と

と
も
に
、
唐
・
新
羅
軍
の
動
静
把
握
が
な
さ
れ
る
ま
で
の
防
衛
を
兼
ね
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

国
造
軍
の
駐
屯
と
古
代
山
城　
百
済
救
援
戦
争
勃
発
か
ら
戦
後
対
応
に
い

た
る
期
間
は
、
筑
紫
に
日
本
各
地
の
国
造
軍
が
駐
屯
す
る
。
つ
ま
り
、
同
期

間
は
新
規
徴
発
を
経
ず
に
、
多
く
の
人
夫
を
確
保
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、

国
境
域
の
主
要
な
古
代
山
城
（
金
田
城
・
水
城
等
）
の
築
城
着
手
時
期
と
し
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て
有
力
視
で
き
る
（
小
嶋
二
〇
二
四
ａ
）。
古
代
山
城
の
築
城
記
事
は
、
す
べ

て
白
村
江
の
戦
い
以
後
の
掲
載
で
あ
る
が
、
同
記
事
が
築
城
開
始
・
築
城
完
了

の
ど
ち
ら
を
指
す
の
か
は
未
決
着
で
あ
る
。
考
古
資
料
に
基
づ
く
古
代
山
城

築
城
時
期
の
把
握
で
は
、
①
鞠
智
城
跡
出
土
土
器
の
総
量
分
析
、
②
大
野
城

跡
出
土
土
器
の
総
量
分
析
、
③
大
野
城
跡
出
土
木
柱
の
年
輪
年
代
測
定
、
④

水
城
跡
木
樋
埋
設
土
坑
内
出
土
土
器
が
有
力
な
根
拠
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も

白
村
江
の
戦
い
の
前
後
を
定
め
る
に
は
至
ら
な
い
（
近
江
二
〇
一
八
、
木
村

二
〇
一
五
・
二
〇
一
六
）。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
唯
一
の
新
規
築
城
型
古
代
山
城
で

あ
る
大
野
城
に
お
い
て
、
七
世
紀
第
３
四
半
期
（
小
田
編
年
Ⅴ
期
）
の
土
器
が

最
古
相
と
な
る
点
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
国
家
が
重
要
視
し
た
古
代
山
城
の
築
城
が

百
済
救
援
戦
争
と
密
接
に
関
係
す
る
こ
と
ま
で
は
認
め
て
よ
い
（
図
２
）（
小

嶋
二
〇
二
四
ａ
）。

（
二
）
玄
界
灘
航
路
と
防
人
・
烽

　
防
人
・
烽
の
役
割　
倭
国
軍
撤
退
後
の
天
智
天
皇
三
年
（
六
六
四
年
）
に
な

さ
れ
た
軍
事
的
施
策
が
、
対
馬
・
壱
岐
・
筑
紫
国
等
に
お
け
る
防
人
・
烽
の
配

備
で
あ
る
。
対
馬
・
壱
岐
・
筑
紫
国
を
並
記
す
る
こ
と
か
ら
、
対
馬
海
峡
と
壱

岐
海
峡
を
内
包
す
る
玄
界
灘
航
路
沿
い
を
最
も
警
戒
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
ま
た
、
防
人
と
烽
の
並
記
か
ら
、
本
施
策
は
外
敵
襲
来
の
情
報
収
集

に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
も
確
実
視
で
き
る
。
天
智
天
皇
十
年
の
唐
使
節

来
朝
時
に
防
人
に
よ
る
弓
射
を
危
惧
し
て
い
る
点
も
ふ
ま
え
る
と
、
部
隊
長
判

断
で
の
対
処
的
防
衛
も
担
っ
て
い
た
と
見
て
よ
い
。

　

防
人
の
兵
数
と
管
掌　
防
人
の
総
兵
数
は
、奈
良
時
代
の『
駿
河
国
正
税
帳
』・

『
周
防
国
正
税
帳
』
か
ら
約
２
０
０
０
人
と
把
握
で
き
、同
人
数
を
対
馬
・
壱
岐
・

筑
紫
国
等
に
分
散
配
備
し
た
。
ま
た
、
大
宰
府
官
司
に
防
人
司
が
配
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
逆
算
す
る
と
、
飛
鳥
時
代
の
防
人
は
筑
紫
大
宰
が
管
掌
し
て
い
た

と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

（
三
）
筑
紫
縦
貫
道
と
古
代
山
城

　
水
城
と
戦
場　
天
智
天
皇
三
年
（
六
六
四
年
）
に
防
人
・
烽
配
備
と
な
ら
ん

で
記
さ
れ
た
の
が
、
水
城
築
造
で
あ
る
。
水
城
が
閉
塞
し
た
二
日
市
地
峡
帯
は
、

筑
紫
洲
内
陸
部
の
人
馬
・
物
資
を
「
東
は
宮
、
西
は
朝
鮮
半
島
」
へ
運
ぶ
南
北

路
の
収
束
地
で
あ
る
。
本
南
北
路
の
幹
線
路
を
「
筑
紫
縦
貫
道
」
と
呼
称
し
て

い
る
が
、
同
道
が
古
墳
時
代
後
期
（
六
世
紀
）
よ
り
倭
政
権
の
外
征
軍
動
員
を

支
え
て
き
た
（
小
嶋
二
〇
二
一
ａ
・
二
〇
二
四
ｄ
）。
つ
ま
り
、
倭
政
権
の
国

境
域
防
衛
に
お
い
て
「
水
城
前
面
に
お
け
る
迎
撃
」
は
防
衛
戦
略
の
基
本
軸
と

し
て
優
先
す
る
軍
事
施
策
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
（
図
１
）。

　

水
城
の
右
翼　
水
城
を
有
機
的
に
機
能
さ
せ
る
施
設
が
、
天
智
天
皇
四
年

（
六
六
五
年
）
に
築
城
記
載
が
あ
る
大
野
城
で
あ
る
。
大
野
城
最
高
所
の
毘
沙

門
天
地
区
（
四
王
寺
山
山
頂
域
）
は
、
水
城
土
塁
か
ら
延
伸
す
る
尾
根
線
と
接

続
し
、
か
つ
水
城
前
面
を
睥
睨
す
る
立
地
と
な
る
。
ま
た
、
同
地
は
大
野
城
跡

で
も
築
城
・
整
備
期
の
出
土
土
器
量
が
最
も
多
い
こ
と
か
ら
、
大
野
城
守
衛
の

み
な
ら
ず
国
境
域
防
衛
で
重
要
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
る
（
吉
田
他

二
〇
二
二
）。

　

水
城
の
左
翼　
大
野
城
と
水
城
前
面
を
挟
ん
で
向
か
い
合
う
の
が
、
牛
頸
丘

陵
・
牛
頸
窯
跡
群
で
あ
る
。
同
地
の
谷
に
は
小
水
城
群
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
牛
頸
窯
跡
群
が
大
宰
府
外
郭
線
内
に
存
在
す
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
て

き
た
（
石
木
二
〇
一
九
、
上
田
二
〇
二
四
、
吉
田
二
〇
二
四
等
）。
同
地
が
防

衛
施
設
に
取
り
込
ま
れ
た
要
因
に
つ
い
て
は
、
牛
頸
丘
陵
に
お
け
る
遺
跡
形
成

過
程
を
ふ
ま
え
る
必
要
が
あ
る
。
古
墳
時
代
後
期
よ
り
操
業
が
本
格
化
す
る
牛
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【古代山城】A：大野城　B：基肄城　C：阿志岐古代山城　
【土塁】D：水城　E：上大利小水城　F：大土居小水城　G：天神山小水城　H：とうれぎ土塁　
　　　  I：関屋土塁　J：前畑土塁

【官衙】 ①大宰府政庁Ⅰ期官衙
【古代寺院】②観世音寺（746 年完成）　③：塔原廃寺
【神社】④筑紫神社　⑤竈門神社 

図１　筑紫大宰管轄下の城塞群と南北路

①②

③

④

⑤

国土地理院地図利用至南筑平野・佐賀平野

至博多湾

A

C

D

E

H

E

D

A

BB

C

FFGG

H II

JJ

第1図　筑紫大宰管轄下の城塞郡と南北路
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①太宰府口地区
②増長天地区
③尾花地区
④猫坂地区
⑤村上地区
⑥主城原地区
⑦クロガネ岩地区
⑧百間石垣地区
⑨北石垣地区
⑩八ツ波地区
⑪毘沙門天地区

図２　大野城跡・四王院跡出土土器の数的推移（九州歴史資料館所蔵品のみ）
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   『梁塵秘抄』
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5

10

20

30

300

200

100

・698 年
  大野、基肄、鞠智
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築城期の須恵器
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大野城跡・四王院跡の地区割

⑤村上地区

④猫坂地区
③尾花地区
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⑧百間石垣地区⑧百間石垣地区

大石垣地区大石垣地区

第2図　大野城跡・四王院跡出土土器の数的推移（九州歴史資料館所蔵品のみ）
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頸
窯
跡
群
は
、
平
野
側
か
ら
山
地
側
に
向
け
て
山
林
伐
採
（
燃
料
林
利
用
）
を

進
め
、
飛
鳥
時
代
に
は
丘
陵
部
全
域
で
低
草
木
化
が
進
行
し
て
い
た
と
把
握
で

き
る
。
伐
採
地
の
う
ち
居
住
好
地
に
は
居
住
域
・
墓
域
が
形
成
さ
れ
、
谷
水
田

も
営
ま
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
ま
た
、
生
産
さ
れ
た
須
恵
器
を
搬
出
す
る
道
路
も

整
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
確
実
視
で
き
る
。
つ
ま
り
、
遺
跡
形
成
過
程
を
ふ
ま

え
る
と
、
水
城
の
左
翼
と
な
る
牛
頸
丘
陵
周
辺
は
、
平
野
部
を
睥
睨
で
き
、
か

つ
居
住
地
・
交
通
網
が
整
備
さ
れ
た
環
境
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
陣
地
構
築
に
適

し
た
場
所
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
。
裏
を
返
せ
ば
、
敵
軍
が
同
地
を
占
拠
し

た
場
合
、
水
城
は
機
能
不
全
に
陥
り
、
か
つ
御
笠
川
を
挟
ん
で
大
野
城
と
向
き

合
う
攻
城
の
拠
点
的
陣
地
と
し
て
も
機
能
し
得
る
。
以
上
の
理
由
か
ら
、
歪
な

形
状
の
牛
頸
丘
陵
も
小
水
城
群
に
取
り
込
ま
れ
た
と
考
え
る
。

　

鶴
翼
状
陣
地
と
戦
線
維
持　
防
衛
戦
略
の
基
本
軸
と
把
握
で
き
る
「
水
城
前

面
に
お
け
る
迎
撃
」
は
、
左
翼
・
大
野
城
、
中
央
・
水
城
、
右
翼
・
小
水
城
群

と
い
う
鶴
翼
状
陣
地
で
構
成
さ
れ
て
い
た
と
結
論
で
き
る
。
本
陣
地
構
成
は
兵

制
改
革
途
上
に
あ
る
国
造
軍
の
部
隊
構
成
（
前
軍
・
中
軍
・
後
軍
）
で
も
運
用

可
能
で
あ
る
。
加
え
て
、
本
迎
撃
陣
地
は
鶴
翼
と
い
う
戦
術
的
優
位
だ
け
で
な

く
、
戦
線
維
持
と
い
う
戦
略
的
優
位
を
確
保
し
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
水

城
が
閉
塞
す
る
筑
紫
縦
貫
道
は
、
筑
紫
洲
内
陸
部
の
国
造
軍
動
員
路
で
あ
り
、

軍
隊
・
物
資
の
補
充
体
制
が
累
代
的
に
整
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
戦
時
侵
攻
体

制
の
下
、
敢
行
さ
れ
た
の
が
百
済
救
援
戦
争
で
あ
る
。

　
「
水
城
前
面
に
お
け
る
迎
撃
」
を
軍
事
的
に
実
現
さ
せ
る
に
は
、
相
当
数
の

軍
事
動
員
を
見
込
む
必
要
が
あ
る
が
、
本
兵
員
を
常
備
軍
と
し
て
駐
屯
し
て
い

た
と
は
考
え
難
く
、
非
常
時
（
防
人
等
に
よ
る
外
敵
確
認
を
経
た
、
筑
紫
大
宰

の
軍
事
動
員
発
令
時
）に
あ
わ
せ
て
国
造
軍
を
派
兵
・
集
結
さ
せ
る
戦
略
で
あ
っ

た
と
考
え
る
方
が
現
実
的
で
あ
る
。
情
報
伝
達
・
行
軍
速
度
・
物
資
運
搬
能
力

に
限
界
が
あ
る
近
世
以
前
に
お
い
て
、
城
塞
群
の
戦
線
を
維
持
す
る
に
は
、
筑

紫
国
造
を
は
じ
め
と
す
る
筑
紫
洲
内
部
の
諸
豪
族
を
「
軍
隊
」
と
し
て
機
能
さ

せ
る
こ
と
が
必
須
で
あ
り
、
本
構
造
を
物
理
的
に
支
え
た
も
の
が
筑
紫
洲
を
貫

く
南
北
路
で
あ
っ
た
。

　

筑
紫
大
宰
の
臨
戦
態
勢　
主
要
迎
撃
地
点
で
あ
る
水
城
前
面
、
そ
の
後
背
に

造
営
さ
れ
た
の
が
「
筑
紫
大
宰
の
府
」
で
あ
る
大
宰
府
政
庁
Ⅰ
期
官
衙
で
あ
る
。

大
宰
府
政
庁
Ⅱ
・
Ⅲ
期
官
衙
の
地
下
に
あ
る
た
め
、
全
容
は
不
明
だ
が
、
周
辺

官
衙
跡
出
土
遺
物
か
ら
官
衙
造
営
を
主
目
的
に
建
設
さ
れ
た
律
令
的
複
合
冶
金

工
房
群
の
操
業
時
期
（
小
田
編
年
Ⅵ
期
）
は
水
城
・
大
野
城
築
城
（
小
田
編
年

Ⅴ
期
）
に
後
続
す
る
（
小
嶋
二
〇
一
四
・
二
〇
一
六
ａ
）。
地
峡
帯
平
地
部
に
お

け
る
都
市
造
営
着
手
時
期
も
同
様
で
あ
る
（
井
上
二
〇
二
四
）。
天
智
朝
に
お

け
る
筑
紫
大
宰
の
所
在
地
（
平
時
）
は
「
大
野
城
城
内
」
と
「
水
城
後
背
の
四

王
寺
山
南
西
麓
」
の
二
説
が
有
力
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
確
証
に
欠
く
。
ど
ち

ら
に
せ
よ
、
筑
紫
の
軍
事
動
員
機
構
を
統
轄
す
る
筑
紫
大
宰
が
、
主
要
迎
撃
地

点
に
常
時
臨
戦
す
る
態
勢
、
戦
場
・
陣
地
を
目
視
で
き
る
態
勢
を
採
っ
て
い
た

こ
と
は
認
め
ら
れ
る（
図
１
）。
同
時
代
の
大
乱
で
あ
る
壬
申
の
乱（
六
七
二
年
）

で
は
、
戦
局
を
左
右
し
た
不
破
関
封
鎖
の
後
、
高
市
皇
子
は
父
の
大
海
人
皇
子

に
向
け
て
、
主
戦
場
に
よ
り
近
い
不
破
で
軍
事
指
揮
を
執
る
よ
う
に
上
申
し
て

い
る（
註
３
）。
指
揮
系
統
を
円
滑
に
機
能
さ
せ
る
た
め
の
陣
地
配
置
に
お
い
て
、

戦
場
と
の
距
離
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

筑
紫
大
宰
の
城
塞
群　
水
城
は
後
に
大
宰
府
の
境
界
（
大
宰
府
外
郭
線
）
と

な
る
た
め
、
最
終
防
衛
線
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
が
ち
だ
が
、
古
代
山
城
築
城
期

に
お
い
て
水
城
陥
落
は
必
ず
し
も
戦
局
を
決
定
づ
け
な
い
。
水
城
を
突
破
し
た

先
に
あ
る
の
は
、
大
野
城
・
基
肄
城
に
挟
ま
れ
た
地
狭
部
で
あ
り
、
同
地
に
敵

軍
が
進
軍
・
駐
屯
す
る
こ
と
は
戦
術
的
危
険
性
を
抱
え
込
む
こ
と
に
な
る
（
註
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４
）。
ま
た
、
地
峡
部
を
さ
ら
に
進
ん
だ
先
に
あ
る
の
は
、
開
析
谷
が
入
り
乱

れ
る
三
国
丘
陵
で
あ
り
、「
鞍
韉
尽
し
の
坂
」
と
い
っ
た
隘
路
を
基
肄
城
よ
り

見
下
ろ
さ
れ
た
状
態
で
進
軍
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
倭
国
軍
も
同
地
を
迎
撃
地
点
と

し
て
構
想
し
て
い
た
こ
と
が
前
畑
土
塁
・
関
屋
土
塁
・
と
う
れ
ぎ
土
塁
と
い
っ

た
施
設
か
ら
裏
付
け
ら
れ
る
。

　

筑
後
川
を
渡
っ
た
先
に
あ
る
の
が
、
筑
後
国
府
先
行
官
衙
・
高
良
山
古
代
山

城
・
上
津
土
塁
で
あ
る
。
筑
後
国
府
先
行
官
衙
・
上
津
土
塁
は
筑
紫
地
震
の
痕

跡
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
六
七
九
年
以
前
に
造
営
さ
れ
る
（
松
村
一
九
九
四
）。

こ
れ
ら
の
施
設
は
、
筑
紫
国
分
割
以
前
に
お
い
て
筑
紫
大
宰
の
管
轄
下
に
あ
っ

た
と
判
断
で
き
る
（
小
嶋
二
〇
一
四
・
二
〇
一
六
ａ
）。

（
四
）
小
結
―
戦
場
と
し
て
の
筑
紫
―　

　

倭
政
権
の
国
境
域
防
衛
に
お
い
て
、
優
先
的
に
実
施
し
た
施
策
は
対
馬
・
壱

岐
・
筑
紫
国
の
警
戒
、
並
び
に
筑
紫
洲
を
縦
貫
す
る
南
北
路
の
閉
塞
で
あ
る
。

水
城
に
次
い
で
築
城
記
事
が
あ
る
大
野
城
・
基
肄
城
も
南
北
路
沿
い
に
立
地
す

る
。
築
城
記
事
を
欠
く
が
、
大
野
城
・
基
肄
城
と
と
も
に
重
要
視
さ
れ
た
鞠
智

城
も
、
古
墳
時
代
後
期
よ
り
外
征
軍
動
員
に
用
い
ら
れ
て
き
た
南
北
路
と
有
機

的
関
係
を
も
ち
、
同
時
期
に
築
城
さ
れ
た
こ
と
が
出
土
遺
物
か
ら
判
明
し
て
い

る
（
木
村
二
〇
一
六
、
矢
野
二
〇
一
八
・
二
〇
一
九
）。

　

後
に
「
大
宰
府
外
郭
線
」
を
構
成
す
る
城
塞
群
は
、
日
本
列
島
で
唯
一
戦
術

単
位
で
の
連
携
が
可
能
な
古
代
山
城
群
で
あ
り
、「
辺
賊
の
難
」
に
備
え
た
要

地
（
主
要
迎
撃
地
点
）
と
し
て
「
筑
紫
大
宰
」
が
常
駐
し
た
。
他
の
古
代
山
城

は
戦
略
単
位
で
の
連
携
は
認
め
ら
れ
る
が
、
城
内
を
基
点
と
し
た
部
隊
展
開
距

離
を
鑑
み
る
と
、
戦
術
単
位
で
の
連
携
は
難
し
い
。
分
散
す
る
古
代
山
城
は
、

外
敵
に
よ
る
現
地
で
の
兵
站
確
保
（
評
倉
保
管
物
の
収
奪
等
）
を
阻
害
す
る
と

と
も
に
、
各
国
造
軍
の
「
遊
兵
化
」（
戦
場
離
脱
・
逃
散
）
の
抑
止
を
兼
ね
た

軍
事
動
員
基
点
と
考
え
る
。

　

以
上
を
ふ
ま
え
る
と
、
倭
政
権
の
軍
事
的
施
策
に
お
い
て
、
対
馬
・
壱
岐
・

筑
紫
国
の
国
境
域
防
衛
は
、
同
地
が
「
戦
場
」
と
な
る
こ
と
を
念
頭
に
立
案
し

て
い
る
と
結
論
で
き
る
。

二
．
倭
政
権
の
宗
教
的
施
策

　

古
代
山
城
は
、
①
「
戦
場
」
と
な
る
筑
紫
に
重
点
的
に
配
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
②
玄
界
灘
航
路
・
瀬
戸
内
海
航
路
や
交
通
路
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と

は
、
学
界
の
統
一
見
解
と
見
な
し
て
よ
い
（
齋
藤
・
向
井
二
〇
一
六
、
向
井

二
〇
一
七
）（
図
３
）。
こ
の
統
一
見
解
に
照
ら
し
合
わ
せ
た
と
き
、
倭
政
権
が

国
家
祭
祀
を
執
り
行
い
、
神
郡
を
設
定
し
た
宗
像
地
域
は
、
筑
紫
洲
の
北
端
に

位
置
し
、
玄
界
灘
航
路
の
要
衝
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
古
代
山
城
が
未
確
認

で
あ
る
こ
と
に
は
、
現
代
の
合
理
的
思
考
下
で
の
矛
盾
が
存
在
す
る
。
本
矛
盾

に
着
目
し
つ
つ
、
国
境
域
に
お
け
る
倭
政
権
の
宗
教
的
施
策
を
検
討
す
る
。

（
一
）
玄
界
灘
航
路
と
式
内
社

　
国
家
領
域
観
の
偏
り　
「
筑
紫
」
の
名
は
広
義
で
は
筑
紫
洲
全
体
を
、
狭
義

に
は
筑
前
・
筑
後
を
合
わ
せ
た
地
域
を
対
象
に
用
い
ら
れ
た
。「
筑
紫
」
の
定

義
の
揺
ら
ぎ
は
、『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』
に
は
す
で
に
認
め
ら
れ
、
少
な

く
と
も
記
紀
編
纂
が
開
始
さ
れ
た
天
武
・
持
統
朝
に
は
存
在
し
た
。
加
え
て
、

筑
紫
国
に
配
さ
れ
た
筑
紫
大
宰
府
の
存
在
が
象
徴
的
に
示
す
よ
う
に
、「
筑
紫

洲
」
と
い
う
島
名
は
、
土
地
認
識
と
し
て
九
州
北
部
に
大
き
く
偏
っ
た
名
前
と

言
っ
て
よ
い
。
上
記
現
象
は
、
律
令
国
家
形
成
期
に
お
け
る
倭
政
権
の
国
家
領
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域
観
が
強
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。

　

律
令
国
家
形
成
と
対
外
的
脅
威　
偏
っ
た
国
家
領
域
観
形
成
の
起
点
に
は
、

宮
が
あ
る
畿
内
と
朝
鮮
半
島
南
部
を
接
続
す
る
「
瀬
戸
内
海
航
路
・
玄
界
灘
航

路
」
が
あ
る
。
同
航
路
を
幹
線
路
と
し
て
百
済
救
援
戦
争
へ
と
い
た
る
国
造
軍

の
派
兵
、次
い
で
百
済
救
援
戦
争
以
後
の
古
代
山
城
群
築
城
が
な
さ
れ
た
。
唐
・

新
羅
と
い
う
対
外
的
脅
威
の
存
在
は
、
産
声
を
あ
げ
は
じ
め
て
い
た
日
本
列
島

の
律
令
国
家
に
強
く
刻
ま
れ
た
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

式
内
社
の
偏
在　
以
上
の
よ
う
な
九
州
北
部
偏
重
の
国
家
領
域
観
・
対
外
的

脅
威
の
認
識
は
、
筑
紫
洲
に
お
け
る
宗
教
空
間
の
重
要
な
構
成
要
素
と
な
っ
て

い
る
（
小
嶋
二
〇
二
四
ｃ
）。
本
構
造
を
端
的
に
示
す
の
が
、『
延
喜
式
』（
延

長
五
年
（
九
二
七
年
）
奏
進
、
康
保
四
年
（
九
六
七
年
）
施
行
）
記
載
の
「
神

名
式
記
載
社
（
式
内
社
）」
の
偏
在
で
あ
る
。
西
海
道
百
七
座
の
う
ち
七
割
以

上
が
対
馬
（
二
十
九
座
）、
壱
岐
（
二
十
四
座
）、
筑
前
・
筑
後
（
二
十
三
座
）

に
坐
し
て
お
り
、
巨
視
的
に
見
れ
ば
、
国
境
防
備
を
目
的
と
し
た
宗
教
体
系
の

存
在
が
う
か
が
わ
れ
る
（
森
二
〇
一
二
）。『
延
喜
式
』
が
施
行
さ
れ
た
一
〇
世

紀
は
、新
羅
・
唐
（
九
〇
七
年
亡
国
）
と
の
公
的
交
流
が
絶
え
て
久
し
く
、対
馬
・

壱
岐
・
筑
紫
国
で
の
式
内
社
の
偏
在
は
一
〇
世
紀
以
前
に
累
積
し
た
宗
教
体
系
、

と
く
に
玄
界
灘
航
路
が
重
要
視
さ
れ
た
社
会
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
式
内
社
の
う
ち
、
古
代
山
城
の
築
城
と
同
時
代
に
確
た
る
神
社
組
織
を

整
備
し
た
の
が
、宗
像
神
を
奉
斎
す
る
宗
像
神
社（
明
神
大
社
）で
あ
る（
註
５
）。

同
社
に
神
郡
を
奉
じ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
倭
政
権
の
宗
教
施
策
で
も
重
要

視
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
二
）
倭
政
権
と
宗
像
神

　

古
代
山
城
築
城
期
に
神
郡
が
奉
じ
ら
れ
た
宗
像
神
と
倭
政
権
の
関
係
に
つ
い

１

2
3

4

5

6 7

8

9

1：金田城　2：大野城　3：基肄城　4：鞠智城　5：長門城（推定地）　6：常城（推定地）　
7：茨城（推定地）　8：屋嶋城　9：高安城　10：三尾城（推定地）

：史料で名前が確認できる古代山城（怡土城除く）
：史料で名前が確認できない古代山城

図 3　古代山城の分布

10

国土地理院地図利用

第３図　古代山城の分布
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て
、
文
献
史
料
と
考
古
資
料
を
基
に
整
理
す
る
。

　

胸
形
大
神
と
渡
来
系
技
術　
『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
宗
像
神
の
奉
斎
記
事

は
、
神
代
を
除
く
と
応
神
天
皇
四
十
一
年
二
月
条
の
胸
形
大
神
へ
の
縫
工
女
・

兄
媛
献
上
記
事
が
最
も
古
い
（
註
６
）。
同
記
事
で
は
呉
国
に
派
遣
さ
れ
た
使

節
が
筑
紫
国
に
帰
国
し
た
際
に
、「
胸
形
大
神
の
求
め
」
に
応
じ
て
四
人
の
縫

工
女
の
う
ち
一
人
を
献
上
し
た
と
さ
れ
る
。

　

充
神
者
の
帰
属
問
題　
よ
り
倭
政
権
と
の
関
係
を
物
語
る
記
事
で
は
、
履
中

天
皇
五
年
三
月
条
の
「
筑
紫
に
居
す
三
神
」
の
宮
中
顕
現
が
注
目
で
き
る
（
註

７
）。
宮
中
に
現
れ
た
三
神
は
「
ど
う
し
て
我
が
民
を
奪
っ
た
の
か
。
汝
に
漸

み
せ
ん
」
と
宣
し
た
が
、「
祈
而
不
祠
」
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
后
妃
で
あ

る
黒
姫
の
死
去
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
。
後
に
「
我
が
民
」
と
は
三
神
に
献
納

さ
れ
て
い
た
充
神
者
を
指
す
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
筑
紫
に
赴
い
た
車
持
君

が
独
断
で
充
神
者
を
管
轄
下
（
車
持
部
）
に
置
い
た
こ
と
が
発
端
で
あ
っ
た
こ

と
が
判
明
し
た
。
天
皇
は
改
め
て
充
神
者
を
三
神
に
献
納
し
て
事
態
の
収
拾
を

図
っ
た
。

　

倭
政
権
か
ら
の
祝
の
派
遣　
雄
略
天
皇
九
年
二
月
条
に
は
、
胸
方
神
を
祀
る

た
め
に
凡
河
内
直
香
賜
と
采
女
を
派
遣
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
奉
斎
時

に
香
賜
が
采
女
を
犯
し
た
た
め
、
天
皇
は
香
賜
を
誅
し
た
。
本
記
事
は
胸
方
神

奉
斎
時
の
不
祥
事
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、倭
政
権
に
よ
る
祝（
神

主
・
司
祭
者
）
の
派
遣
を
明
記
し
た
唯
一
の
史
料
と
し
て
重
要
で
あ
る
（
註
８
）。

　

大
海
人
皇
子
と
尼
子
娘
の
婚
姻　
天
武
天
皇
二
年
（
六
七
三
年
）
二
月
条

に
「
胸
形
君
徳
善
が
女
尼
子
娘
を
納
し
て
、
高
市
皇
子
命
を
生
し
ま
せ
り
」
と

記
さ
れ
て
お
り
、
壬
申
の
乱
で
活
躍
し
た
高
市
皇
子
の
母
方
氏
族
が
宗
像
君
で

あ
る
こ
と
が
分
か
る
（
註
９
）。
高
市
皇
子
は
持
統
天
皇
一
〇
年
七
月
に
死
去

す
る
が
、
年
齢
未
記
載
な
た
め
正
確
な
生
年
は
不
明
で
あ
る
。
壬
申
の
乱
時

の
活
躍
を
ふ
ま
え
る
と
、
百
済
救
援
戦
争
以
前
の
生
年
と
見
込
ま
れ
る
。
高

市
皇
子
は
大
和
国
城
上
郡
に
宗
像
神
を
勧
請
し
た
と
も
伝
え
ら
れ
る
（
亀
井

二
〇
一
一
）。
ま
た
、
高
市
皇
子
の
嫡
子
・
長
屋
王
の
邸
宅
跡
で
出
土
し
た
荷

札
木
簡
「
宗
形
郡
大
□
□
〔
領
鮒
ヵ
〕
鮨
」
は
、
大
海
人
皇
子
よ
り
続
く
宗
像

君
と
の
累
代
的
な
繋
が
り
を
示
す
物
証
で
あ
る
。

　

倭
政
権
と
沖
ノ
島
祭
祀
遺
跡　
以
上
の
文
字
史
料
と
あ
わ
せ
て
注
目
さ
れ
る

の
が
、
世
界
文
化
遺
産
の
構
成
資
産
で
あ
る
沖
ノ
島
祭
祀
遺
跡
で
あ
る
。
同
遺

跡
は
「
祭
具
や
奉
納
品
と
な
る
出
土
資
料
の
種
類
」
と
「
祭
具
・
奉
納
品
を
納

め
た
場
所
と
関
係
す
る
出
土
位
置
」
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
、
岩
上
祭
祀
遺
跡
、

岩
陰
祭
祀
遺
跡
、
半
岩
陰
・
半
露
天
祭
祀
遺
跡
、
露
天
祭
祀
遺
跡
の
四
種
類
に

整
理
さ
れ
て
い
る
。
祭
祀
遺
跡
形
成
の
起
点
と
な
る
岩
上
祭
祀
遺
跡
は
、
最
古

相 

（
一
八
号
遺
跡
）
で
は
「
大
王
直
祭
型
」、最
新
相
（
二
一
号
遺
跡
）
で
は
「
委

託
祭
祀
型
」
へ
の
変
遷
が
示
さ
れ
て
い
る
（
小
田
二
〇
一
九
）。「
大
王
直
祭
型
」

と
は
、『
日
本
書
紀
』
雄
略
天
皇
九
年
二
月
条
で
確
認
で
き
る
、
大
王
が
祝
を

派
遣
し
て
実
施
し
た
宗
像
神
の
奉
斎
で
あ
る
。「
委
託
祭
祀
型
」
は
倭
政
権
主

体
の
祭
祀
を
宗
像
君
に
委
託
し
て
実
施
し
た
宗
像
神
の
奉
斎
で
あ
る
。
宗
像
神

の
信
仰
に
は
、
①
玄
界
灘
沿
岸
域
で
育
ま
れ
て
き
た
在
地
的
信
仰
、
②
宗
像
君

等
豪
族
の
氏
族
的
信
仰
、
③
倭
政
権
主
体
の
国
家
的
信
仰
と
い
う
三
つ
の
階
層

が
重
な
っ
て
い
る
。

　

滑
石
製
祭
具
の
導
入　
大
王
直
祭
型
か
ら
委
託
祭
祀
型
へ
の
変
遷
を
傍
証
す

る
の
が
、
宗
像
地
域
（
宗
像
第
Ⅰ
領
域
）
に
お
け
る
滑
石
製
祭
具
の
導
入
状
況

で
あ
り
、
筑
紫
洲
で
は
非
在
地
の
祭
具
で
あ
っ
た
滑
石
製
祭
具
を
積
極
的
に
宗

像
君
が
受
容
し
た
こ
と
を
示
す
（
清
喜
二
〇
一
八
、
小
嶋
二
〇
二
一
ｂ
）。
宗

像
君
の
本
拠
地
で
あ
る
勝
浦
潟
沿
岸
の
在
自
小
田
遺
跡
で
も
、
大
型
の
独
立
棟

持
柱
付
掘
立
柱
建
物
近
傍
で
検
出
さ
れ
た
祭
具
集
積
に
お
い
て
、
土
器
・
鉄
器
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類
と
と
も
に
滑
石
製
臼
玉
・
有
孔
円
板
・
紡
錘
車
が
出
土
し
て
お
り
、
首
長
権

と
の
結
合
を
実
証
で
き
る
（
重
藤
二
〇
一
一
）。
ま
た
、
導
入
期
の
滑
石
製
品

生
産
工
房
に
は
、
釣
川
流
域
の
冨
地
原
神
屋
崎
遺
跡
（
Ｔ
Ｋ
二
一
六
～
Ｍ
Ｔ

一
五
型
式
期
）
が
あ
り
、
原
石
か
ら
臼
玉
等
へ
の
製
品
に
加
工
す
る
諸
工
程
の

残
滓
が
認
め
ら
れ
る
。

（
三
）
宗
像
君
と
神
郡

　
宗
像
君
一
族
史　
宗
像
神
の
奉
斎
に
お
い
て
、
倭
政
権
主
導
の
祝
派
遣
（
大

王
直
祭
型
）
が
重
要
な
画
期
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
祭
具
の
導
入
状
況
か

ら
、
古
墳
時
代
中
期
後
半
に
は
宗
像
君
を
倭
政
権
の
祝
と
す
る
委
託
祭
祀
型
へ

と
国
家
祭
祀
は
変
遷
す
る
と
把
握
で
き
る
。
ま
た
、
神
郡
の
設
定
が
な
さ
れ
た

孝
徳
朝
～
持
統
朝
に
お
い
て
、
王
家
と
宗
像
君
が
血
縁
的
結
合
を
有
し
て
い
た
。

次
に
祝
を
輩
出
し
た
宗
像
君
一
族
の
歴
史
を
軸
に
、
宗
像
神
社
の
形
成
過
程
を

探
る
。

　

勝
浦
潟
の
開
発
と
渡
来
人
集
団
の
組
織
化　
古
墳
時
代
中
期
～
後
期
の
大
型

前
方
後
円
墳
が
築
か
れ
た
津
屋
崎
古
墳
群
は
宗
像
地
域
最
大
の
墓
域
で
あ
り
、

同
地
に
君
臨
し
た
宗
像
君
が
被
葬
者
候
補
の
筆
頭
と
な
る
。
津
屋
崎
古
墳
群
が

見
下
ろ
す
勝
浦
潟
（
入
海
）
周
辺
は
、
宗
像
君
の
主
要
居
住
域
の
一
つ
と
評
価

で
き
る
。

　

勝
浦
潟
周
辺
は
古
墳
時
代
前
期
以
前
の
居
住
も
認
め
ら
れ
る
が
、
面
的
開
発

(

遺
跡
数
増
加)

の
画
期
は
、
古
墳
時
代
中
期
に
求
め
ら
れ
る
（
平
尾
・
上
田
・

小
嶋
二
〇
二
四
）（
表
１
）。
本
見
解
は
古
墳
時
代
前
期
の
集
落
と
古
墳
時
代
中

期
以
降
の
集
落
に
重
複
関
係
が
ほ
ぼ
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
資
料
的
空
白

は
小
さ
い
。
し
た
が
っ
て
、
新
興
開
発
地
に
同
時
代
の
墓
域
と
居
住
域
が
営
ま

れ
る
こ
と
か
ら
、
両
者
は
有
機
的
関
係
に
あ
る
と
判
断
で
き
る
。
勝
浦
潟
の
開

発
を
遺
跡
動
態
か
ら
探
る
と
、
西
郷
川
流
域
に
近
い
勝
浦
潟
南
側
の
在
自
・
須

多
田
地
区
か
ら
居
住
域
を
拡
大
し
、
五
世
紀
中
頃
に
は
勝
浦
潟
北
端
に
も
居
住

域
が
広
が
る
。
以
後
、
古
墳
時
代
後
期
を
通
じ
て
宗
像
地
域
最
大
の
港
湾
と
し

て
機
能
す
る
。
本
開
発
の
背
後
に
は
馬
韓
系
渡
来
人
の
存
在
が
色
濃
く
見
ら
れ
、

鳥
足
文
土
器
や
陶
質
土
器
、
排
水
溝
・
オ
ン
ド
ル
付
竪
穴
建
物
等
の
複
合
的
な

痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
（
亀
田
二
〇
一
三
、
重
藤
二
〇
一
一)

。
こ
れ
ら
は
玄
界

灘
航
路
の
物
流
を
反
映
す
る
だ
け
で
な
く
、
生
活
様
式
・
石
室
構
造
の
変
化
も

伴
う
こ
と
か
ら
、
宗
像
君
に
よ
る
渡
来
人
集
団
の
組
織
化
が
存
在
す
る
。

　

津
屋
崎
古
墳
群
の
多
系
列
構
造　
古
墳
時
代
前
期
後
半
～
中
期
前
半
は
、
釣

川
流
域
・
玄
界
灘
沿
岸
域
で
中
小
規
模
古
墳
が
増
加
す
る
。
当
該
期
は
前
方

後
円
墳
が
未
確
認
で
あ
り
、
永
浦
四
号
墳
（
円
２
０
ｍ
）・
宮
司
井
出
ノ
上
古

墳
（
円
２
６
ｍ
）・
奴
山
正
園
古
墳
（
円
３
２
ｍ
）
等
の
中
型
円
墳
が
各
集
団

の
最
上
位
階
層
墓
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
一
変
さ
せ
る
の
が
、
古
墳
時

代
中
期
後
半
以
降
に
お
け
る
勝
浦
潟
周
辺
墓
域
・
津
屋
崎
古
墳
群
で
の
大
型

前
方
後
円
墳
の
連
続
的
・
多
系
列
的
築
造
で
あ
る
。
そ
の
初
現
と
し
て
広
く

評
価
さ
れ
て
い
る
の
が
、
勝
浦
峯
ノ
畑
古
墳
・
井
ノ
浦
古
墳
で
あ
る
（
重
藤

二
〇
一
一
・
二
〇
一
八
）。
ま
た
、
新
原
・
奴
山
古
墳
群
南
方
の
尾
根
先
端
に
築

か
れ
た
生
家
大
塚
古
墳
は
、
墳
丘
表
飾
の
比
較
か
ら
、
勝
浦
峯
ノ
畑
古
墳
よ
り

古
相
の
大
型
前
方
後
円
墳
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
（
小
嶋
二
〇
二
二
ｃ
）。
津
屋

崎
古
墳
群
に
お
け
る
大
型
墳
築
造
の
集
中
は
、
宗
像
地
域
に
お
け
る
宗
像
君
の

台
頭
と
連
動
す
る
事
象
と
評
価
し
て
よ
い
。
津
屋
崎
古
墳
群
は
多
系
列
の
首
長

墓
群
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
首
長
居
館
の
分
散
が
予
測
さ
れ
る
。
大
型
竪
穴
建

物
・
側
柱
建
物
が
複
数
地
点(

異
な
る
谷
筋)

に
分
散
す
る
状
況
は
墓
域
の
様

相
と
も
整
合
性
が
高
い
。

　

津
屋
崎
古
墳
群
内
で
墓
域
と
居
住
域
の
関
係
を
よ
り
示
す
の
が
、
奴
山
伏
原
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６期 ７期 ８期 ９期 10期 11期 12期

重藤Ⅳ古 重藤Ⅳ新 重藤Ⅴ
TK73・216 ＯＮ46・ＴＫ208 ＴＫ23・47 ＭＴ15・ＴＫ10 ＭＴ85・ＴＫ43 ＴＫ209 ＴＫ217 Ⅱ2 Ⅲ1 Ⅲ2 Ⅳ

小田ⅠＢ Ⅱ期・ⅢＡ ⅢＢ期 ⅣＡ期 ⅣＢ期 Ⅴ期 ⅦA期

5ｃ前中 5ｃ3/4 5ｃ4/4 6ｃ前中 6ｃ後半 6末7初 7ｃ前中 7ｃ3/4 7ｃ4/4 7末8初 8ｃ前
◎神湊上野1号(40) ◎田野瀬戸4(38) ◎桜京(41) ◎牟田尻スイラA04(30)

●桜京A06(15)

◎久原澤田(45)　◎スベットウ(38) ◎徳重高田16(22)

●名残藤河内（10）

●名残長浦

◎井ノ浦(70)　◎峯ノ畑(97)
◎高原11(49)

◎生家大塚(54)　◎奴山1(50)　◎奴山22(75)　◎奴山12(43)　◎奴山30(54)

●ニタ塚(33) ◎上ノ口(43)　◎天降天神社（80）　◎ミソ塚(67)
◎下ノ口(83)　◎在自剣塚(85)

●手光波切不動(20)　●宮地嶽(34)

●永浦4(20) ●原口A1(23) ◎船原(40)
●花見

●浦谷
●楠浦・中里

●相島積石塚群（12）

●津丸・久末(16)　　　　　　　　　　●津丸横尾(8)　●八並(12)

●浦口(14)　●日焼(10)
●南原　●川原庵山　●馬渡・束ヶ浦

●根神(16)　●瓜尾・梅ヶ内(24)　●古野

●須多田立石・辰ヶ鼻・宮ノ下(16)
●清田ヶ浦(14)　●在自講開谷　●大在自(13)　●大力谷

●渡唐舟(12)　●彦六(10)

◎手光大人4(43)　◎上西郷(49)　◎畦町(34)　◎本木高太郎(28)
●手光古墳群(20)　

●武丸町添(10)　●朝町竹重　●武丸皆真庵　●武丸的場(12)

●高原・乗鞍・水押・堂ノ浦(14)

●新原・奴山

●浦谷(10)　●大井三倉・下ノ原(21)　●王丸長谷・清勢(9)　●名残高田
●久原(23)

◎城ヶ谷3(22)　◎須恵クヒノ浦(37)　◎相原(62)　●相原A2
●城ヶ谷(34)　　　　　●平等寺(20)

●久戸(7～17)　　　　　　　　　　　　　　　　●三郎丸(10)　　　　　●相原(22)

九前研2023

Ⅵ期

●神湊井牟田
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表１　宗像地域の遺跡動態

先１期古 先１期新 １期古 １期新 ２期 ３期 ４期 ５期

久住ⅠA 久住ⅠB 久住ⅡA 久住ⅡB 久住ⅡC 久住ⅢA
久住ⅢA新
重藤ⅢA 重藤ⅢB

3ｃ中～後 3ｃ末 4ｃ初頭 4ｃ中 4ｃ後半 4末5初
●上高宮(20)

神湊・浜宮貝塚
◎河東山崎(30) ◎稲元久保14号

武丸初瀬
池浦高田
三郎丸・須恵窯群
稲元窯群
山田窯群

◎徳重本村2(19) ●大井平野(23)　◎田久瓜ヶ坂1(30)　◎東郷高塚(61)
◎田久貴船前1･2

●徳重仏祖(18)
冨地原周辺集落
武丸高田・小伏
徳重本村
王丸・野坂・光岡
久原
東郷・田熊
大井
朝町・浦谷窯群

勝浦
練原

●奴山正園(32)

奴山･生家

須多田
在自

●宮司井手ノ上(26)

●福間割畑(10)
手光
宮司
井尻・蓮鳥・香雫

●浜山千鳥14(19)
●千鳥　●花見

●佐谷

浜山・流
東町・鹿部・永浦
極田・高木
六ノ坪・植松
青柳篠林

沖ノ島 沖ノ島祭祀遺跡
大島 中津宮周辺
相島 相島墓域

【凡例】◎：前方後円墳　□：前方後方墳　●：円墳　■：方墳
●相島積石塚群（12）

花鶴川周辺

花鶴川周辺墓域
●南原　●川原庵山　●馬渡・束ヶ浦

須多田周辺
須多田周辺墓域

宮司周辺

宮司周辺墓域 ●手光古墳群(20)　

●朝町妙見（16）●冨地原（10）

勝浦周辺
勝浦周辺墓域

新原周辺
新原周辺墓域

釣川西岸

釣川西岸域墓域 ●田久瓜ヶ坂(1～20)　●大井平野(23)
●久原(23)

釣川東岸

釣川東岸域墓域
●久戸(7～17)　　　　　　　　　　　　　　　　●三郎丸(10)　　　　　●相原(22)

表1　宗像地域の遺跡動態

辺津宮周辺
辺津宮周辺墓域

時期区分

地域・遺跡名
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遺
跡
で
あ
る
。
同
遺
跡
は
新
原
・
奴
山
古
墳
群
と
同
一
尾
根
上
に
営
ま
れ
た
集

落
跡
で
、
古
墳
時
代
後
期
前
半
で
終
焉
す
る
。
そ
の
後
、
尾
根
頂
部
に
は
新
原
・

奴
山
古
墳
群
の
墓
域
が
拡
大
し
て
お
り
、
居
住
域
移
動
と
連
動
す
る
事
象
と
評

価
で
き
る
。

　

北
部
九
州
型
横
穴
式
石
室
墳
分
布
の
「
ド
ー
ナ
ツ
」
化
現
象　
筑
紫
洲
は
日

本
列
島
最
古
の
横
穴
式
石
室
墳
（
北
部
九
州
Ａ
・
Ｂ
型
）
が
分
布
す
る
（
小
嶋

二
〇
二
三
ｂ
）（
図
４
）。
こ
の
北
部
九
州
Ａ
・
Ｂ
型
を
継
承
し
、
独
自
的
発
展

を
な
し
た
の
が
宗
像
君
で
あ
る
（
図
５
）。
北
部
九
州
Ａ
・
Ｂ
型
は
玄
界
灘
沿

岸
域
を
中
心
に
、
有
明
海
北
部
域
・
瀬
戸
内
海
西
部
域
ま
で
分
布
域
を
広
げ
る

が
、
そ
の
中
核
を
担
っ
た
福
岡
平
野
・
糸
島
地
域
で
は
古
墳
時
代
中
期
後
半
よ

り
地
上
式
石
室
構
築
（
糸
島
型
・
北
部
九
州
Ｃ
型
・
筑
紫
型
）
が
導
入
さ
れ
、

半
地
下
式
石
室
構
築
の
北
部
九
州
Ａ
・
Ｂ
型
は
中
核
地
よ
り
駆
逐
さ
れ
る
。
そ

の
結
果
、
古
墳
時
代
後
期
に
は
分
布
外
縁
域
の
み
に
半
地
下
式
石
室
構
築
が
残

存
す
る
分
布
の
「
ド
ー
ナ
ツ
」
状
現
象
が
生
じ
た
。
本
現
象
を
生
じ
さ
せ
た
要

因
の
一
翼
が
宗
像
君
で
あ
り
、
北
部
九
州
Ａ
型
宗
像
系
列
、
次
い
で
宗
像
型
横

穴
式
石
室
墳
を
成
立
さ
せ
た
。
宗
像
型
の
特
徴
は
①
半
地
下
式
の
古
墳
築
造
手

順
、②
断
面
合
掌
形
の
石
室
立
体
空
間
、③
玄
門
平
積
み
構
造
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

神
郡
の
母
体　
北
部
九
州
Ａ
型
宗
像
系
列
・
宗
像
型
横
穴
式
石
室
墳
と
排
水

溝
付
竪
穴
建
物
は
、
ほ
ぼ
分
布
中
心
域
（
宗
像
第
Ⅰ
領
域
）
が
重
な
る
（
小
嶋

二
〇
一
二
・
二
〇
二
二
ａ
、
重
藤
二
〇
二
〇
）（
図
６
）。
ま
た
、
同
分
布
域
は

滑
石
製
祭
具
の
導
入
範
囲
と
も
有
機
的
関
係
に
あ
り
、
沖
ノ
島
系
祭
祀
土
器
の

分
布
域
と
も
重
複
す
る
。
本
現
象
は
、
古
墳
時
代
中
期
後
半
に
は
宗
像
地
域
の

諸
集
団
が
「
生
活
・
物
流
・
祭
祀
・
墓
制
」
の
多
面
的
結
合
を
有
し
、
宗
像
君

を
核
と
す
る
神
郡
の
母
体
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
を
実
証
す
る
。
加
え
て
、
宗

像
型
横
穴
式
石
室
墳
は
宗
像
地
域
だ
け
で
な
く
、
玄
界
灘
・
響
灘
沿
岸
域
の
港

湾
後
背
地
を
中
心
に
飛
び
地
的
分
布
を
も
つ
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
隣
接
地

の
遠
賀
・
鞍
手
地
域
を
除
く
と
、
最
も
分
布
密
度
が
高
い
の
が
志
賀
島
を
挟
ん

で
対
岸
に
位
置
す
る
糸
島
半
島
西
部
・
福
岡
平
野
西
端
の
今
津
湾
沿
岸
域
で
あ

る
。
同
地
で
は
宗
像
系
土
師
器
だ
け
で
な
く
、
宗
像
系
須
恵
器
も
集
中
域
を
形

成
し
て
お
り
、「
物
資
」
で
も
結
合
し
て
い
る
（
太
田
・
椎
葉
二
〇
二
〇
、
太

田
二
〇
二
三
）。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
宗
像
要
素
が
広
が
る
範
囲
は
、
終
焉
段
階

の
前
方
後
円
墳
分
布
域
と
も
重
な
る
（
小
嶋
二
〇
一
八
・
二
〇
二
三
ａ
）。
つ
ま

り
、
玄
界
灘
沿
岸
域
に
お
け
る
前
方
後
円
墳
の
残
存
に
は
、
宗
像
君
が
形
成
し

た
造
墓
秩
序
の
存
在
が
あ
る
。

（
四
）
沖
ノ
島
系
祭
具
と
宗
像
神
社

　
沖
ノ
島
系
祭
祀
土
器
の
研
究
課
題　
宗
像
神
の
奉
斎
組
織
整
備
で
は
、
神

郡
設
定
と
重
な
る
事
象
と
し
て
沖
ノ
島
系
祭
祀
土
器
（
穿
孔
土
器
）
の

出
現
が
注
目
さ
れ
て
い
る
（
井
浦
二
〇
一
七
、
小
田
二
〇
一
九
、
笹
生

二
〇
一
一
・
二
〇
一
八
、
白
木
二
〇
一
八
等
）。
沖
ノ
島
系
祭
祀
土
器
は
宗
像
地

域
で
生
産
さ
れ
た
と
把
握
で
き
る
一
方
で
、
類
例
が
限
ら
れ
て
き
た
た
め
、
製

作
時
期
等
も
含
め
た
供
給
実
態
の
追
究
が
課
題
と
な
っ
て
い
た
。
本
課
題
を
克

服
で
き
る
資
料
が
、
宗
像
地
域
か
ら
離
れ
た
遠
賀
川
流
域
西
部
・
井
手
ヶ
浦

窯
跡
群
出
土
品
で
あ
る
（
小
嶋
二
〇
二
三
ａ
）。
後
の
筑
紫
国
域
で
あ
る
遠
賀

川
流
域
西
部
は
、
宗
像
型
横
穴
式
石
室
墳
を
は
じ
め
と
し
た
宗
像
系
要
素
が

複
合
的
に
流
入
す
る
地
域
で
あ
り
、
宗
像
君
と
の
協
力
関
係
、
あ
る
い
は
宗

像
部
の
分
布
と
い
っ
た
歴
史
的
事
象
を
投
影
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
（
小
嶋

二
〇
一
二
・
二
〇
二
二
ａ
ｂ
）。

　

沖
ノ
島
系
祭
祀
土
器
と
沖
ノ
島
一
号
遺
跡
の
成
立　

井
手
ヶ
浦
窯
跡

群
も
宗
像
窯
跡
群
と
の
相
互
交
流
が
あ
る
「
宗
像
回
路
」
に
属
し
て
お
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九州の横穴式石室墳

宗像型

北部九州 A型

北部九州 B型

渡来系Ａ型

筑肥型

筑紫 A型

筑紫 B型

糸島型

肥後 A型

八女型

宇土型

肥後 B型

筑後 A型

北部九州 C型

八代型

畿内系 B型

畿内系 A型新相

豊前型

八代海型

横口式石槨系

松浦型

杵島型

 竪穴系　
（閉鎖的）

非竪穴系
（開放的）

①作業空間 ②立体的構造認識

四角錐台

立方体

上部半球体
下部立方体

③石室諸属性（石積み細部・代表的指標属性のみ表示）

前壁発達（高天井・石室上部で隅消し）

前壁未発達

縦位大型板石無
（側壁）

石障無

平面大型

平面小型

石障有

縦位大型板石有
（側壁）

平面細長

基底石横位

袖部凸形
立柱石

袖部Ｌ形
立石

独立袖

刳り貫き玄門

非独立袖

巨石

非巨石

袖部Ｌ形

半独立袖

合
掌
状
天
井
グ
ル
ー
プ

穹
窿
状
天
井
グ
ル
ー
プ

畿
内
系

岩
橋
系

北
九
系

渡
来
直
系

北
部
九
州
系

肥
後
系

糸
島
系

穹窿状

半穹窿状 立柱石

袖部平積み

二重側壁（独立立柱石）

合掌要素強い

穹窿要素強い

天井石井桁積み

天井石円錐積み

天井石円錐積み穹窿状

石棺系要素強い

筑
後
系

【築造範型】

（
肥
後
）

（
横
口
式
石
棺
）

（
肥
後
）

【近縁関係】

石障系要素強い

石障系要素強い

石障系要素弱い

（
肥
後
）

筑後 B型

板石利用

塊石利用

畿内系 A型古相

（
筑
紫
）

非穹窿状

基底石縦位

石障系要素無い
畿
内
系

（
肥
後
）

渡来系Ｂ型

非穹窿状

平
天
井
グ
ル
ー
プ

（
合
掌
傾
向
）

四角錐台

半球体

岩橋系高天井

図 4　九州における横穴式石室墳の築造範型分類と近縁関係第４図　九州における横穴式石室墳の築造範型分類と近縁関係
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図５　宗像型横穴式石室墳の成立と展開（S=1/250）

古墳築造動員数

5
世
紀

【上位階層墓】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【下位階層墓】

宗像型石室の成立

６
世
紀

高天井化

複室・石屋形・彩色

石棚

（技術共有）

（技術共有）

（技術共有）

（技術共有）

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

１：新原奴山 1 号墳
２：田野瀬戸４号墳
３：スベットウ古墳
４：桜京古墳
５：相原古墳
６：久戸 12 号墳
７：久戸 11 号墳
８：新原奴山 33 号墳
９：手光古墳群南支群第 2 号墳
10：新原奴山 44 号墳

　　　　　　　　北部九州 A 型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北部九州 B 型　　　

第５図　宗像型横穴式石室墳の成立と展開（S=1/250）
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：頭椎大刀：沖ノ島系祭祀器台：宗像型土師器高坏

第Ⅰ領域：宗像型石室が主体となる範囲
　　　　　（宗像産須恵器主要供給域）
第Ⅱ領域：少数の宗像型石室が存在する範囲
第Ⅲ領域：一部に宗像型石室の特徴がある範囲
第Ⅳ領域：宗像型石室の特徴がない範囲

　宗像型石室の分布域（小嶋 2012 等）を基に、①宗像型土師器高坏（重藤分類 Ea 類（重藤 2009）・小嶋 2012）、②
沖ノ島系祭祀器台（井浦 2013・2017、小田 2017・白木 2018）、③頭椎大刀（齋藤 2020）を重ねた。④脚付ハソウ
と垂耳状口縁甕の分布状況（太田・椎葉 2020）を参照すると、第Ⅰ領域が宗像産須恵器の主要供給域と重なること
が分かる。また、第Ⅰ領域は⑤有孔円板導入期の範囲や⑥排水溝付竪穴建物の集中分布域とも有機的関係にある（清
喜 2018、重藤 2020）。なお、第Ⅲ領域でも今津沿岸域のように、宗像型石室・土師器高坏・脚付ハソウ・垂耳状口
縁甕等が集中分布する場所も飛び地的に存在する（小嶋 2012、太田・椎葉 2020）。

図 6　考古資料から導き出された宗像君・宗像部の主要居住域

図 7　宗像地域を中心に広がる排水溝付竪穴建物（S＝1/200）

排水溝付竪穴建物の分布（重藤2020） 排水溝付竪穴建物
（鞍手町・向山遺跡第3号住居、小田ⅢＡ期）

第６図　考古資料から導き出された宗像君・宗像部の主要居住域

第７図　宗像地域を中心に広がる排水溝付き堅穴建物（S=1/200）
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り
、
宗
像
系
須
恵
器
が
生
産
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
（
太
田

二
〇
二
〇
・
二
〇
二
四
）。
本
点
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
井
手
ヶ
浦
窯
跡
群
で
検
出

さ
れ
た
飛
鳥
時
代
（
小
田
編
年
Ⅵ
・
Ⅶ
Ａ
期
）
の
堆
積
層
か
ら
、
沖
ノ
島
系
穿

孔
土
器
と
類
似
す
る
坩
類
が
数
多
く
出
土
し
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
同
坩
類

は
周
辺
の
墓
域
（
小
池
横
穴
墓
群
等
）
に
も
副
葬
さ
れ
て
お
り
、
飛
鳥
時
代
後

半
（
小
田
編
年
Ⅵ
期
）
に
は
利
用
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
。
つ
ま
り
、
沖
ノ

島
系
穿
孔
土
器
（
坩
・
沖
ノ
島
一
号
遺
跡
）
の
祖
型
は
、「
小
田
編
年
Ⅵ
期
の

宗
像
回
路
製
品
」
で
あ
る
こ
と
が
確
定
で
き
る
。
沖
ノ
島
系
穿
孔
土
器
が
多
数

出
土
す
る
沖
ノ
島
一
号
遺
跡
は
、
祭
具
の
大
量
集
積
が
な
さ
れ
る
こ
と
か
ら
形

成
時
期
特
定
に
課
題
が
あ
っ
た
が
、
同
結
論
か
ら
飛
鳥
時
代
後
半
（
小
田
編
年

Ⅵ
期
）
に
は
形
成
が
は
じ
ま
っ
た
と
結
論
で
き
る
。

　

沖
ノ
島
系
祭
祀
土
器
の
構
成
要
素　
最
古
相
の
沖
ノ
島
系
穿
孔
土
器
で
あ
る

脚
付
壺（
沖
ノ
島
二
〇
号
遺
跡
）も
、古
墳
時
代
後
期
後
半
～
飛
鳥
時
代
前
半（
小

田
編
年
Ⅲ
Ｂ
～
Ⅴ
期
）
に
盛
ん
に
生
産
さ
れ
た
宗
像
系
脚
付
𤭯
に
祖
型
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
沖
ノ
島
系
穿
孔
土
器
の
様
式
・
型
式
変
化
は
、
宗
像
回
路
製
品
の
様

式
・
型
式
変
化
と
連
動
関
係
（
上
限
年
代
を
共
有
）
に
あ
る
（
図
８
）。
沖
ノ

島
系
祭
祀
器
台
も
、
相
原
古
墳
・
手
光
波
切
不
動
古
墳
等
の
首
長
墓
出
土
品
に

類
例
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
と
く
に
沖
ノ
島
四
号
遺
跡
出
土
品
の
存

在
か
ら
、
古
墳
・
祭
場
間
で
共
通
し
た
器
台
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き

る
（
井
浦
二
〇
一
三
・
二
〇
一
七
、
白
木
二
〇
一
八
）。
筆
者
は
、
小
田
編
年
Ⅵ

期
以
降
に
主
体
的
に
用
い
ら
れ
る
沖
ノ
島
系
筒
形
器
台
は
、「
①
葬
具
用
器
台

の
脚
部
抽
出
」
と
「
②
宗
像
回
路
製
品
の
装
飾
技
法
」
を
組
み
合
わ
せ
た
祭
具

と
考
え
て
い
る
。

　

沖
ノ
島
系
祭
祀
土
器
と
神
社
組
織
の
整
備　
以
上
の
よ
う
に
、
沖
ノ
島
系
祭

祀
土
器
の
母
体
は
、
通
時
的
に
宗
像
地
域
と
遠
賀
川
流
域
西
部
で
連
結
し
て
い

た
「
宗
像
回
路
」
に
あ
っ
た
と
結
論
で
き
、
本
回
路
は
古
墳
時
代
後
期
に
お
け

る
豪
族
間
の
協
力
関
係
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
。
同
結
論
と
あ
わ
せ
て
注
目
で
き

る
の
が
、
沖
ノ
島
祭
祀
遺
跡
出
土
須
恵
器
に
複
数
の
「
焼
損
品
・
未
使
用
品
」

が
内
包
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
（
小
嶋
二
〇
二
一
ｂ
）。
瓶
類
胴
部
に
亀
裂
が

あ
る
以
上
、
貯
蔵
具
・
供
膳
具
と
し
て
利
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
あ
く
ま
で
「
祭

具
」
と
し
て
沖
ノ
島
ま
で
運
搬
さ
れ
た
と
把
握
で
き
る
。
灰
被
り
や
溶
着
、
焼

成
に
よ
る
歪
み
を
も
つ
須
恵
器
が
、
遠
く
沖
ノ
島
ま
で
運
搬
さ
れ
て
い
る
事
実

は
、「
製
品
か
ら
祭
具
を
選
択
す
る
方
式
」
に
加
え
て
、「
祭
具
の
み
を
製
作
す

る
方
式
」
が
成
立
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
①
沖
ノ
島
系
祭
具
の
成
立
（
笹
生

二
〇
一
一
）
と
②
焼
損
品
・
未
使
用
品
の
搬
入
（
小
嶋
二
〇
二
一
ｂ
）
は
、
祭

具
の
た
め
の
一
括
製
作
（
神
事
）
が
宗
像
神
社
で
行
わ
れ
は
じ
め
た
こ
と
を
示

し
て
お
り
、
宗
像
神
社
内
に
「
物
忌
」
相
当
の
職
制
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
と
同

義
と
考
え
る
。

（
五
）
小
結-

宗
像
神
社
の
組
織
的
整
備
過
程-

　

宗
像
神
の
奉
斎
で
は
、
玄
海
灘
沿
岸
域
の
在
来
信
仰
体
系
を
基
盤
に
、
倭
政

権
の
祝
派
遣
（
大
王
直
祭
型
）
を
契
機
と
し
た
組
織
的
整
備
が
は
じ
ま
る
（
小

田
二
〇
一
九
）。
祝
派
遣
に
よ
る
倭
政
権
中
枢
の
祭
式
導
入
は
、
在
来
信
仰
体

系
の
祭
式
も
変
容
し
た
こ
と
が
、
導
入
期
滑
石
製
祭
具
の
分
布
か
ら
実
証
で
き

る
（
清
喜
二
〇
一
八
）。
そ
の
分
布
域
は
北
部
九
州
Ａ
型
宗
像
系
列
・
宗
像
型

横
穴
式
石
室
墳
の
分
布
域
（
宗
像
第
Ⅰ
領
域
）
と
重
複
す
る
。
本
造
墓
秩
序
の

形
成
と
勝
浦
潟
の
面
的
開
発
を
進
め
た
の
が
、
宗
像
君
一
族
で
あ
り
、
在
来
集

団
と
渡
来
集
団
を
組
織
化
す
る
こ
と
で
同
地
域
の
集
団
統
合
を
進
め
た
。
津
屋

崎
古
墳
群
の
造
営
と
造
墓
秩
序
の
形
成
か
ら
、「
宗
像
君
」
と
し
て
の
氏
族
的

結
集
・
首
長
権
統
合
は
、
古
墳
時
代
中
期
（
五
世
紀
中
頃
）
を
画
期
と
し
、
初
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什器

葬具

沖ノ島系
祭具

葬具

筆記具

古墳時代後期 飛鳥時代 - 奈良時代前半 奈良時代後半

様式変遷
型式変化

様式変遷
型式変化

（穿孔土器）

（器台）

器形の踏襲による祭具の成立 器形の踏襲による祭具の型式変化（上限年代の連動）

祭具の系譜 祭具の系譜

器形の踏襲による祭具の成立と「双方向的共有」

構成要素Ⅰ：「宗像系須恵器」の装飾技法（①各種透孔、②突帯付与）
構成要素Ⅱ：葬具用器台の脚部抽出

意匠の部分共有

祭具の系譜祭具の系譜

1

2

3

4

5

6

7 8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18 19

20

21

22

23

24

25
26

27

28

29

1：小原 4 号墳　2-8：井手ヶ浦窯跡群
9：沖ノ島 20 号遺跡　
10-16、20・21：沖ノ島 1 号遺跡
17：沖ノ島 4 号遺跡
18・19：沖ノ島 5 号遺跡
22：相原古墳　23・24：手光波切不動古墳
25：船原古墳　26-28：朝町百田 B-2 号墳
29：大宰府政庁周辺官衙跡不丁地区

胸肩君 胸形君徳善・尼子娘 684 年 八色の姓
（「宗形朝臣」賜姓）

701 年 国郡制
（同族の郡司独占、宗像郡司と宗像神社神主の兼任容認）

図 8　「宗像系須恵器」と沖ノ島系祭祀土器の系譜関係（1-16：S=1/6、17-29：S=1/8）第８図　「宗像系須恵器」と沖ノ島系祭祀土器の系譜関係（1-16：S=1/6、17-29：S1/8）
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期
段
階
か
ら
多
系
列
構
造
（
同
族
集
団
的
性
格
）
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
。
倭
政
権
主
体
の
大
王
直
祭
型
か
ら
委
託
祭
祀
型
へ
の
移
行
も
、
氏
族

的
結
集
の
動
態
と
双
方
向
的
関
係
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
よ

う
な
動
態
に
よ
り
、
宗
像
君
一
族
を
祝
と
す
る
宗
像
神
社
の
基
盤
が
整
え
ら
れ

た
。

　

沖
ノ
島
祭
祀
遺
跡
の
祭
式
・
祭
具
・
幣
帛
は
、
古
墳
時
代
中
期
後
半
以
後
の

委
託
祭
祀
型
に
移
行
さ
れ
た
後
も
、
古
墳
で
の
葬
式
・
副
葬
品
の
変
遷
と
も
歩

調
を
あ
わ
せ
る
形
で
改
良
が
な
さ
れ
る
。
神
社
組
織
の
整
備
段
階
を
把
握
す
る

上
で
重
要
な
の
は
、
宗
像
神
の
奉
斎
に
特
化
し
た
「
沖
ノ
島
系
祭
祀
土
器
」
の

成
立
で
あ
り
、
そ
の
上
限
は
飛
鳥
時
代
後
半
（
七
世
紀
第
後
半
・
小
田
編
年
Ⅵ

期
古
相
）
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
祭
具
の
一
括
製
作
（
神
事
）
は
、
当
該
期
に

宗
像
神
社
の
神
社
組
織
整
備
が
進
展
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
神
郡
成
立

に
後
続
す
る
現
象
と
結
論
で
き
る
。

三
．
国
境
域
に
お
け
る
防
衛
機
構

　

軍
事
的
施
策
と
宗
教
的
施
策
の
検
討
結
果
を
統
合
し
、
唐
・
新
羅
軍
の
来
襲

に
備
え
た
飛
鳥
時
代
（
六
六
三
年
以
降
）
の
防
衛
機
構
を
考
察
す
る
。

（
一
）
筑
紫
大
宰
の
軍
事
動
員

　
倭
政
権
の
軍
事
動
員
要
請　
壬
申
の
乱
（
六
七
二
年
）
勃
発
時
、
近
江
朝
は

筑
紫
大
宰
・
栗
隈
王
に
対
し
軍
事
動
員
要
請
を
行
っ
た
。
本
要
請
と
筑
紫
大
宰

の
返
答
「
筑
紫
國
者
、
元
戍
邊
賊
之
難
也
。
其
峻
城
深
隍
臨
海
守
者
、
豈
爲
內

賊
耶
・
・
・（
後
略
）」【『
日
本
書
記
』
巻
第
二
十
八
】
か
ら
、「
①
筑
紫
大
宰

が
筑
紫
の
軍
事
動
員
を
管
轄
し
て
い
た
こ
と
」、「
②
古
代
山
城
等
の
軍
事
施
設

を
管
轄
し
て
い
た
こ
と
」
が
把
握
で
き
、
倭
政
権
の
国
境
防
衛
機
構
に
お
い
て

筑
紫
大
宰
が
中
核
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
評
価
で
き
る
。
以
下
で
は
、
筑

紫
大
宰
が
動
員
可
能
で
あ
っ
た
軍
隊
を
検
討
す
る
。

　

筑
紫
大
宰
の
私
的
軍
隊　
筑
紫
大
宰
に
任
じ
ら
れ
た
王
族
・
豪
族
個
人
の
直

轄
軍
隊
は
、
人
格
的
結
合
で
繋
が
る
同
族
集
団
で
あ
る
。
上
記
の
近
江
朝
に
よ

る
軍
事
動
員
要
請
時
に
、
栗
隈
王
の
二
子
「
三
野
王
・
武
家
王
」
が
筑
紫
大
宰

の
身
辺
警
備
を
担
っ
て
い
た
（
註
10
）。
本
記
事
は
特
殊
記
事
で
あ
る
が
、『
日

本
書
紀
』
に
記
さ
れ
た
軍
事
動
員
体
系
や
古
墳
築
造
の
動
員
体
系
を
ふ
ま
え
る

と
、
同
族
集
団
の
動
員
は
古
墳
時
代
に
お
い
て
普
遍
的
な
存
在
で
あ
っ
た
と
評

価
で
き
る
。
飛
鳥
時
代
で
は
孝
徳
朝
の
天
下
立
評
に
よ
り
、
私
的
動
員
の
象
徴

で
あ
る
大
規
模
古
墳
築
造
は
公
的
に
抑
制
さ
れ
た
が
、
戦
時
に
お
け
る
動
員
体

系
と
し
て
は
実
質
的
に
は
機
能
し
続
け
て
い
る
。
壬
申
の
乱
に
お
け
る
倭
京
奪

取
、そ
の
起
点
と
な
っ
た
の
も
大
伴
系
氏
族
の
私
的
結
集
で
あ
っ
た
こ
と
が『
日

本
書
紀
』
か
ら
う
か
が
え
る
（
註
11
）。

　

筑
紫
大
宰
の
公
的
軍
隊　
上
述
し
た
同
族
集
団
動
員
は
私
的
動
員
で
あ
り
、

筑
紫
大
宰
の
場
合
は
任
地
と
な
る
た
め
、
動
員
数
も
よ
り
少
な
い
と
見
込
ま
れ

る
。
筑
紫
大
宰
と
し
て
の
公
的
動
員
と
し
て
は
、「
防
人
」
と
「
国
造
軍
」
が

存
在
す
る
。
総
兵
数
約
二
〇
〇
〇
名
と
見
ら
れ
る
防
人
は
、
対
馬
・
壱
岐
・
筑

紫
国
等
に
分
散
配
備
さ
れ
た
常
備
軍
で
あ
る
。
防
人
は
外
敵
襲
来
時
に
お
け

る
「
①
情
報
収
集
・
伝
達
」
と
「
②
対
処
的
迎
撃
」
を
担
っ
た
。
防
人
に
対

し
、
筑
紫
大
宰
管
轄
下
の
主
力
軍
隊
と
な
る
国
造
軍
は
、
戦
時
に
際
し
て
臨
時

徴
兵
さ
れ
る
軍
隊
で
あ
り
、
平
時
は
筑
紫
洲
各
地
に
分
散
す
る
。
つ
ま
り
、
国

境
域
に
お
け
る
組
織
的
防
衛
（
水
城
前
面
に
お
け
る
迎
撃
等
）
を
実
行
す
る
に

は
、
防
人
に
よ
る
外
敵
確
認
・
情
報
伝
達
を
経
て
、「
筑
紫
大
宰
（
朝
廷
）
の

戦
時
認
定
と
国
造
軍
徴
発
」
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
の
国
造
軍
動
員
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過
程
を
ふ
ま
え
る
と
、
国
境
域
の
防
衛
に
お
い
て
、
い
か
に
迅
速
に
部
隊
を
展

開
で
き
る
か
が
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
前
提
と
な
る
の
が
、
筑
紫

洲
に
分
散
す
る
国
造
軍
の
戦
力
化
、
組
織
的
抵
抗
力
の
維
持
で
あ
り
、「
遊
兵
」

化
（
戦
線
離
脱
・
逃
散
）
す
る
こ
と
を
抑
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
戦
場
」

と
な
る
筑
紫
洲
北
部
の
人
口
密
集
地
近
傍
に
配
さ
れ
た
古
代
山
城
は
、
各
国
造

軍
を
戦
力
化
す
る
軍
事
動
員
基
点
と
し
て
の
役
割
も
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。

（
二
）
古
代
山
城
と
神
郡

　
古
代
山
城
と
ミ
ヤ
ケ
分
布
の
空
白
地　
戦
場
と
な
る
筑
紫
に
お
い
て
、
玄
界

灘
沿
岸
航
路
の
要
地
で
人
口
密
度
も
高
い
宗
像
地
域
（
宗
像
第
Ⅰ
領
域
）
は
、

古
代
山
城
分
布
の
空
白
地
と
な
る
。
古
代
山
城
未
完
成
論
も
ふ
ま
え
る
と
、
本

空
白
に
は
不
確
定
要
素
も
あ
る
が
、
国
史
記
載
の
古
代
山
城
、
す
な
わ
ち
国
家

が
重
要
視
し
た
古
代
山
城
は
築
か
れ
て
い
な
い
こ
と
は
有
力
視
で
き
る
（
亀
田

二
〇
一
八
）。
あ
わ
せ
て
、
宗
像
地
域
に
は
古
代
山
城
だ
け
で
な
く
、
ミ
ヤ
ケ

を
設
置
し
た
史
料
が
確
認
で
き
な
い
こ
と
も
注
目
で
き
る
。
筑
紫
君
磐
井
の
乱

後
、
筑
紫
洲
北
部
に
は
重
点
的
に
ミ
ヤ
ケ
を
設
置
し
、
那
津
官
家
に
は
有
事
に

備
え
て
各
地
の
屯
倉
か
ら
穀
物
を
輸
送
・
備
蓄
さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
な
倭
政
権

の
直
轄
組
織
が
、
史
料
上
で
は
玄
界
灘
航
路
の
要
衝
・
宗
像
地
域
に
見
出
せ
な

い
（
図
９
）。
ま
た
、
筑
紫
君
磐
井
の
乱
の
後
、
筑
紫
洲
北
部
に
広
が
っ
た
物

部
・
大
伴
系
部
民
、
次
い
で
丁
未
の
乱
（
五
八
九
年
）・
久
米
皇
子
の
筑
紫
進

駐
（
六
〇
二
年
）
を
経
て
拡
大
し
た
上
宮
王
家
の
部
民
分
布
を
見
る
と
、
宗
像

郡
域
で
は
唯
一
、「
難
波
部
安
良
売
（『
類
聚
国
史
』
五
四
、
節
婦
、
天
長
五

年
（
八
二
八
年
））
に
そ
の
痕
跡
を
見
る
に
過
ぎ
な
い
（
図
10
・
11
）（
酒
井

二
〇
〇
九
）。
現
存
史
料
を
見
る
限
り
、
宗
像
地
域
に
お
い
て
は
、
王
家
・
中

央
豪
族
に
帰
属
す
る
部
民
は
少
な
か
っ
た
と
評
価
で
き
る
。
た
だ
し
、
考
古
資

料
に
基
づ
く
宗
像
第
Ⅰ
領
域
内
で
は
、
そ
の
最
外
縁
（
後
の
遠
賀
郡
域
）
と
な

る
遠
賀
潟
周
囲
に
お
い
て
、
中
央
豪
族
・
王
家
の
部
民
が
多
数
存
在
し
た
と
見

ら
れ
る
。
遠
賀
潟
は
玄
界
灘
航
路
と
筑
紫
・
豊
に
ま
た
が
る
大
河
・
遠
賀
川
の

結
節
点
と
な
る
港
湾
で
あ
り
、そ
の
後
背
地
に
は
「
鉄
器
生
産
の
村
々
（
尾
崎
・

天
神
遺
跡
、
瀬
戸
遺
跡
等
）」
が
連
な
っ
て
い
た
（
小
嶋
二
〇
二
二
ｂ
）。
居
住

地
に
隣
接
す
る
尾
崎
・
天
神
一
号
墳
に
三
輪
玉
着
装
の
倭
装
大
刀
が
副
葬
さ
れ

て
い
る
点
も
ふ
ま
え
る
と
、
同
地
の
豪
族
を
伴
造
に
任
命
し
、
鉄
器
貢
納
を
推

し
進
め
た
と
理
解
で
き
る
。
こ
れ
ら
村
々
の
西
辺
を
流
れ
る
矢
矧
川
は
、
物
部

系
部
民
の
矢
作
部
に
縁
が
あ
る
と
想
定
さ
れ
て
お
り
、
考
古
資
料
の
様
相
と
親

和
的
で
あ
る
（
酒
井
二
〇
〇
九
）。

　

以
上
の
よ
う
な
宗
像
地
域
を
本
貫
地
と
し
て
、
古
墳
時
代
中
期
よ
り
台
頭
し

て
き
た
豪
族
が
宗
像
君
で
あ
る
。

　

倭
政
権
と
宗
像
君
の
関
係　
宗
像
君
は
宗
像
神
の
奉
斎
（
沖
ノ
島
祭
祀
）・

玄
界
灘
航
路
で
倭
政
権
と
直
結
し
つ
つ
も
、「
県
主
」・「
国
造
」
に
就
か
ず
、

相
対
的
自
立
性
を
維
持
し
た
特
異
な
豪
族
で
あ
る
。
加
え
て
、
宗
像
君
が
奉
じ

る
宗
像
神
は
、
神
威
の
強
い
神
で
あ
り
、
中
央
豪
族
に
よ
る
充
神
民
の
割
譲
を

抑
止
し
、
む
し
ろ
、
渡
来
系
技
術
者
（
縫
工
女
・
兄
媛
）
の
奉
献
を
要
請
す
る

説
話
す
ら
、『
日
本
書
紀
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

飛
鳥
時
代
に
成
立
し
た
大
海
人
皇
子
と
尼
子
娘
の
婚
姻
も
、
対
朝
鮮
半
島
政

策
の
円
滑
化
に
向
け
て
、
玄
界
灘
航
路
を
掌
握
し
て
い
た
宗
像
君
と
の
関
係
強

化
を
図
る
政
治
的
判
断
で
あ
っ
た
こ
と
が
有
力
視
さ
れ
て
い
る
。
皇
位
継
承
の

有
力
候
補
と
の
婚
姻
と
い
う
事
実
は
、
百
済
救
援
戦
争
以
前
に
お
け
る
倭
政
権

と
宗
像
君
の
絶
妙
な
距
離
感
を
感
じ
さ
せ
る
。

　

宗
像
神
を
頂
点
と
し
た
宗
像
君
の
相
対
的
自
立
性
は
、「
神
郡
・
宗
像
郡
」
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〔古代山城・土塁（防塁）〕
1：金田城　2：雷山古代山城　3：大野城・水城・小水城群　4：阿志岐古代山城　5：基肄城・関屋土塁・とうれぎ土塁
6：おつぼ山古代山城　7：帯隈山古代山城　8：杷木古代山城　9：高良山古代山城・上津土塁　10：女山古代山城　
11：鞠智城　12：鹿毛馬古代山城　13：御所ヶ谷古代山城　14：唐原古代山城　15：長門城（推定地）

〔ミヤケ比定地〕
A：那津官家　B：糟屋屯倉　C：穂波屯倉　D：嘉麻屯倉　E：我鹿屯倉　F：膝崎屯倉　G：大抜屯倉　H：肝等屯倉
I：桑原屯倉　J：春日部屯倉

〔宗像要素の飛び地的分布域〕
①：今津湾沿岸域
　古墳時代後期（6世紀）より、宗像型横穴式石室墳・宗像系須恵器・宗像系土師器が局所的に集中分布する地域で、寄港地
として宗像君一族が日常的に利用していた港湾と判断できる。宗像君の部曲（私有民）である宗像部も分布していたと見るべ
きで、『筑前国嶋郡川戸里戸籍』（大宝二年・702 年）でも宗像部の居住が確認できる。
②：洞海湾沿岸域
　古墳時代後期（6世紀）より、宗像型横穴式石室墳・宗像系須恵器・宗像系土師器が分布する地域で、寄港地として宗像君
一族が日常的に利用していた港湾と想定できるが、発掘調査による資料蓄積は途上段階にある。
③：響灘西岸域　④：関門海峡沿岸域
　宗像地域と同じく北部九州 A型横穴式石室墳が残存する地域であり、響灘南岸域や遠賀川流域の人々と交流関係にある。
⑤：山口湾沿岸域
　宗像地域と同じく北部九州 A型横穴式石室墳が残存する地域。発掘調査により石室内非土器副葬・石室外土器供献・宗像系
須恵器・宗像系土師器の分布が確認されており、宗像君一族と墓制・物資で複合的な繋がりを有する。

図 9　ミヤケ・古代山城と宗像・神郡の地理的関係

〔宗像郡（神郡）と宗像第Ⅰ領域〕
　『和名類聚抄』に記載された郷比定に基づく宗像郡域。宗像第Ⅰ領域は宗像型横穴式石室墳・石室内非土器副葬・宗像系須恵
器・宗像系土師器等を複合的に共有する分布域で、宗像君・宗像部の主要居住域と判別する。　

宗像
第Ⅰ領域宗像郡

（神郡）

沖津宮

中津宮
辺津宮

5

43
2

1
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12 13

14

15

A
B

C

D
E

F
G
H

I
①

②

③
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J

第９図　ミヤケ・古代山城と宗像・神郡の地理的関係
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図 10　物部氏・大伴氏・崇峻朝氏族将軍関係部民の分布（酒井 2009）

図 11　上宮王家関係部民の分布（酒井 2009）第11図　上宮王家関係部民の分布（酒井2009）

第 10図　物部氏・大伴氏・崇峻朝氏族将軍関係部民の分布（酒井2009）
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と
し
て
律
令
国
家
に
組
み
込
ま
れ
、
宗
像
君
（
宗
形
朝
臣
氏
）
一
族
に
よ
る
政

教
一
致
の
支
配
（
宗
像
郡
司
・
神
主
の
同
族
独
占
）
は
奈
良
時
代
を
通
じ
て
存

続
し
た
。

　

宗
像
君
の
動
員
力　
史
料
上
で
認
め
ら
れ
た
宗
像
君
の
相
対
的
自
立
性
を
実

証
す
る
の
が
、
上
述
し
た
宗
像
型
横
穴
式
石
室
墳
を
は
じ
め
と
す
る
考
古
資
料

で
あ
り
、
葬
送
儀
礼
（
石
室
内
非
土
器
副
葬
・
石
室
外
土
器
供
献
・
墳
丘
上
土

器
供
献
）
と
あ
わ
せ
た
伝
統
的
前
方
後
円
墳
墓
制
の
継
承
が
特
筆
さ
れ
る
。
竪

穴
系
埋
葬
施
設
の
古
墳
築
造
・
葬
送
儀
礼
を
独
自
的
に
発
展
さ
せ
た
宗
像
型
墓

制
は
、
古
墳
時
代
後
期
の
宗
像
地
域
に
排
他
的
分
布
域
・
宗
像
第
Ⅰ
領
域
を
形

成
す
る
。
同
分
布
域
形
成
の
主
要
因
と
な
っ
た
の
は
「
宗
像
君-

宗
像
部
」

と
い
う
主
従
関
係
で
あ
り
、
古
墳
造
営
に
お
け
る
宗
像
君
の
直
接
動
員
範
囲
が

反
映
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
範
囲
は
、
宗
像
郡
郷
比
定
の
検
証
を
経
て
、
神
郡
と

重
な
る
こ
と
が
よ
り
明
ら
か
と
な
っ
た
（
大
高
二
〇
一
七
・
松
川
二
〇
二
四
）。

ま
た
、
宗
像
型
横
穴
式
石
室
墳
・
宗
像
系
須
恵
器
・
宗
像
系
土
師
器
の
分
布
は
、

瀬
戸
内
海
西
部
か
ら
糸
島
半
島
の
港
湾
に
か
け
て
飛
び
地
的
に
広
が
っ
て
お
り
、

航
路
に
沿
っ
た
宗
像
部
の
分
布
を
反
映
す
る
。
寄
港
地
に
お
け
る
墓
制
と
物
資

流
通
を
共
有
す
る
集
団
の
広
が
り
こ
そ
が
、
宗
像
君
に
よ
る
玄
界
灘
航
路
運
航

の
存
立
基
盤
で
あ
る
（
小
嶋
二
〇
一
二
・
二
〇
二
一
ｂ
ｃ
）。

　
「
宗
像
君-

宗
像
部
」
と
い
う
強
固
な
同
族
集
団
の
形
成
は
、
①
族
長
が
宗

像
神
社
神
主
を
兼
帯
し
た
こ
と
、
②
族
長
級
上
位
階
層
が
多
系
列
構
造
で
あ
っ

た
こ
と
、
③
各
世
代
の
族
長
と
服
属
集
団
間
に
婚
姻
関
係
が
結
ば
れ
て
い
た

こ
と
に
要
因
が
あ
る
。『
類
従
三
代
格
』
延
喜
一
七
年
（
七
九
八
年
）
一
〇
月

一
一
日
太
政
官
符
か
ら
宗
形
朝
臣
氏
は
、「
宗
像
神
主
新
任
の
日
に
嫡
妻
を
捨

て
、
多
く
の
百
姓
女
子
を
神
社
の
采
女
と
し
て
娶
っ
て
妾
と
す
る
」
こ
と
を
慣

習
化
し
て
い
た
と
把
握
で
き
る
（
亀
井
二
〇
一
一
）。
本
風
習
は
古
墳
時
代
遺

制
で
あ
り
、
宗
像
君
の
族
長
・
神
主
就
任
時
に
複
数
の
服
属
集
団
と
の
婚
姻
関

係
（
人
的
結
合
）
を
再
構
築
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
宗
像
君-

宗
像
部
」
と
い
う
同
族
集
団
内
に
は
、
累
代
的
な
血
縁
的
紐
帯
関

係
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
想
定
で
き
、
本
紐
帯
関
係
を
媒
介
と
し
て
一
〇
〇
ｍ

級
の
前
方
後
円
墳
を
同
時
並
行
で
築
造
で
き
る
動
員
力
を
維
持
し
続
け
、
か
つ

排
他
的
な
墓
制
分
布
を
表
出
さ
せ
た
と
考
え
る
。

　

宗
像
君
の
武
装
具　
宗
像
君
が
台
頭
し
た
古
墳
時
代
中
期
は
、
倭
政
権
中
枢

の
工
房
で
製
作
さ
れ
た
武
装
具
が
地
方
豪
族
に
分
配
さ
れ
、
列
島
規
模
で
武
装

具
の
斉
一
性
が
高
ま
る
。
近
接
戦
闘
武
器
と
し
て
の
鉄
刀
も
「
威
信
財
」
的
性

格
を
強
め
、
古
墳
時
代
後
期
に
向
け
て
漸
移
的
に
刀
身
幅
・
刀
身
長
を
大
き
く

し
長
大
化
が
進
む
（
斎
藤
二
〇
二
四
）。
そ
の
状
況
下
で
宗
像
地
域
の
上
位
階

層
墓
出
土
品
、す
な
わ
ち
宗
像
君
が
蓄
え
た
武
装
具
で
は
、「
片
手
用
小
型
鉄
剣
・

鉄
刀
」
が
卓
越
す
る
（
小
嶋
二
〇
二
一
ｄ
）（
図
12
）。
片
手
用
小
型
鉄
剣
・
鉄

刀
は
成
人
男
性
の
腰
回
り
と
ほ
ぼ
同
じ
長
さ
で
あ
り
、
船
上
等
の
閉
鎖
空
間
で

の
立
ち
回
り
で
利
便
性
が
高
く
、
航
路
・
港
湾
と
の
結
び
つ
き
が
強
い
宗
像
君

の
氏
族
的
特
徴
を
反
映
し
た
武
装
具
と
評
価
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
「
片
手
用

小
型
鉄
剣
・
鉄
刀
」
の
卓
越
は
、
現
状
の
発
掘
調
査
で
宮
司
井
手
ノ
上
古
墳
・

奴
山
正
園
古
墳
段
階
か
ら
勝
浦
峯
ノ
畑
古
墳
段
階
ま
で
確
認
で
き
、
古
墳
時
代

中
期
を
通
じ
て
維
持
さ
れ
る
。
古
墳
時
代
後
期
以
降
は
副
葬
品
組
成
が
判
別
で

き
る
良
好
な
事
例
が
限
ら
れ
る
が
、
列
島
的
動
態
と
歩
調
を
あ
わ
せ
て
「
威
信

財
」
的
性
格
が
強
い
装
飾
付
大
刀
の
副
葬
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の

極
地
と
も
言
え
る
の
が
、
宮
地
嶽
古
墳
出
土
巨
大
頭
椎
大
刀
の
副
葬
で
あ
る
。

　

以
上
の
動
態
を
整
理
す
る
と
、
宗
像
君
の
氏
族
的
結
集
が
始
ま
っ
た
段
階
で

は
、
副
葬
品
選
定
に
お
い
て
船
上
等
で
日
常
的
に
用
い
て
い
た
「
片
手
用
小
型

鉄
剣
・
鉄
刀
」
を
重
視
し
て
い
た
が
、
氏
族
と
し
て
の
安
定
期
に
入
っ
た
段
階
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図５　宗像型横穴式石室墳の成立と展開（S=1/250）

図 12　宗像地域の鉄剣・鉄刀の変遷（S＝1/8）第12図　宗像地域の鉄剣・鉄刀の変遷（S=1/8）
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の
上
位
階
層
で
は
、
倭
政
権
下
の
身
分
表
象
的
性
格
を
有
し
た
装
飾
付
大
刀
を

重
視
す
る
よ
う
に
変
遷
し
た
と
理
解
で
き
る
。

(

三)

小
結
ー
国
境
域
防
衛
と
神
郡
ー

　

筑
紫
大
宰
自
ら
が
臨
戦
す
る
大
宰
府
城
塞
群
は
、
中
世
城
郭
に
比
し
て
広
大

で
あ
り
、
万
単
位
の
大
規
模
動
員
な
く
し
て
防
衛
施
設
と
し
て
は
十
分
に
機
能

し
得
な
い
。
こ
の
大
規
模
動
員
が
実
現
可
能
な
動
員
方
式
は
、
百
済
救
援
戦
争

直
後
の
古
代
山
城
築
城
期
に
お
い
て
国
造
軍
の
他
に
な
い
（
註
12
）。
そ
の
主

力
と
な
る
の
は
、
筑
紫
大
宰
の
任
地
で
あ
る
筑
紫
の
国
造
軍
で
あ
り
、
五
五
四

年
の
対
新
羅
戦
や
六
六
〇
～
六
六
三
年
の
百
済
救
援
戦
争
と
い
っ
た
倭
政
権
の

軍
事
動
員
に
参
戦
し
続
け
て
き
た
。
筑
紫
国
造
軍
成
立
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、

筑
紫
君
磐
井
の
乱
で
あ
り
、『
日
本
書
紀
』・『
筑
後
国
風
土
記
』
逸
文
で
は
磐

井
を
「
筑
紫
国
造
」
と
表
記
す
る
。
筑
紫
に
お
け
る
国
造
制
の
施
行
は
磐
井
の

乱
後
と
見
ら
れ
る
が
、
葛
子
以
降
の
筑
紫
君
族
長
が
国
造
を
世
襲
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
（
篠
川
二
〇
二
一
・
酒
井
二
〇
二
四
）。
つ
ま
り
、
県
主
・
国
造

就
任
、
ミ
ヤ
ケ
設
置
、
部
曲
割
譲
等
を
経
て
、
倭
政
権
に
臣
従
し
た
豪
族
を
中

心
に
国
造
軍
が
組
織
さ
れ
た
。
筑
紫
国
は
日
本
列
島
有
数
の
人
口
密
集
地
で
あ

り
、
同
国
域
唯
一
の
国
造
で
あ
る
筑
紫
国
造
に
は
相
応
の
負
担
が
求
め
ら
れ
た

だ
ろ
う
。
国
造
に
課
さ
れ
た
負
担
の
一
つ
が
兵
役
で
あ
り
、
筑
紫
国
造
軍
は
、

筑
紫
君
一
族
を
中
心
に
大
伴
部
等
の
他
氏
族
も
参
集
し
て
部
隊
を
編
成
し
た
と

見
ら
れ
る
（
酒
井
二
〇
二
四
）。
つ
ま
り
、筑
紫
洲
で
の
外
征
軍
編
成
に
お
い
て
、

兵
数
負
担
は
筑
紫
君
と
そ
の
同
族
集
団
に
偏
っ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
、
宗
像
君

の
負
担
は
相
対
的
に
少
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
想
定
を
傍
証
す
る
の
が
、
朝
鮮
半
島
・
日
本
列
島
で
の
戦
争
記
事
で
あ
り
、

宗
像
君
・
宗
像
部
を
戦
場
に
投
入
し
た
史
料
は
な
く
、
筑
紫
君
・
筑
紫
国
造
の

み
が
史
料
に
記
載
さ
れ
る
。
ま
た
、
考
古
資
料
で
は
筑
紫
君
一
族
が
愛
用
し
た

飛
燕
式
鉄
鏃
が
筑
紫
国
西
部
か
ら
肥
後
国
北
部
、
那
津-

三
国
丘
陵-

八
女

-

菊
鹿
と
い
う
筑
紫
縦
貫
道
沿
い
に
分
布
域
を
広
げ
る
一
方
で
、
宗
像
地
域

で
の
出
土
数
は
限
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
鉄
鏃
形
式
共
有
の
機
会
と
し
て
、
筑
紫

君
と
宗
像
君
が
軍
事
活
動
を
供
に
し
た
形
跡
は
乏
し
い
。
加
え
て
、
両
者
の
古

墳
築
造
範
型
（
古
墳
を
つ
く
る
際
の
集
団
行
動
方
式
）
を
比
較
す
る
と
、
六
世

紀
以
後
の
筑
紫
君
は
地
上
式
石
室
構
築
の
八
女
・
筑
後
型
、
宗
像
君
は
半
地
下

式
石
室
構
築
の
宗
像
型
を
採
用
し
て
お
り
、
古
墳
築
造
手
順
自
体
を
根
本
的
に

違
え
、
技
術
共
有
状
況
か
ら
動
員
重
複
を
見
出
し
難
い
（
註
13
）。

　

一
方
で
宗
像
君
は
宗
像
神
の
奉
斎
を
委
任
さ
れ
て
お
り
、
玄
界
灘
航
路
の
運

行
で
も
積
極
的
に
協
力
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
倭
政
権
の
政
策
に
極
め
て
従

順
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
。
宗
像
神
へ
の
丁
重
な
奉
斎
を
実
現
す
る
た
め
に
、

宗
像
君
は
国
造
・
県
主
に
就
か
ず
、
ミ
ヤ
ケ
設
置
や
部
曲
割
譲
も
積
極
的
に
は

行
わ
な
か
っ
た
。
古
代
山
城
築
城
期
に
お
い
て
も
、
宗
像
地
域
は
宗
像
神
が
坐

す
た
め
、
同
地
の
充
神
民
を
動
員
す
る
古
代
山
城
の
築
城
は
、
宗
像
神
の
神
意

を
損
ね
る
畏
れ
も
危
惧
さ
れ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
、
宗
像
君
・
宗
像
部
は
累
代
の

血
縁
的
紐
帯
関
係
で
結
ば
れ
て
お
り
、
玄
界
灘
沿
岸
航
路
沿
い
地
域
で
の
大
規

模
動
員
力
を
保
持
し
て
い
た
。
外
敵
襲
来
時
に
お
い
て
は
、
宗
像
神
奉
斎
の
た

め
、
ま
さ
し
く
「
死
兵
」
と
な
っ
て
組
織
的
抵
抗
を
行
う
こ
と
が
見
込
ま
れ
て

い
た
と
考
え
る
。
宗
像
君
が
氏
族
的
結
集
を
進
め
た
古
墳
時
代
に
お
い
て
、
実

用
的
な
「
片
手
用
小
型
鉄
剣
・
鉄
刀
」
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ

う
に
、「
武
威
」
も
同
一
族
の
存
立
基
盤
で
あ
っ
た
。
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お
わ
り
に

　　

本
研
究
で
は
、
倭
政
権
の
軍
事
的
施
策
と
宗
教
的
施
策
を
検
討
し
、
国
境
域

防
衛
機
構
の
全
体
像
描
写
を
試
み
た
。
軍
事
的
施
策
の
一
つ
と
し
て
施
行
さ
れ

た
古
代
山
城
の
築
城
は
、
古
墳
時
代
後
期
よ
り
整
備
さ
れ
て
き
た
戦
時
侵
攻
体

制
（
軍
事
動
員
・
物
資
備
蓄
）
上
に
存
在
し
て
お
り
、
筑
紫
縦
貫
道
を
は
じ
め

と
す
る
交
通
路
や
拠
点
的
ミ
ヤ
ケ
の
分
布
と
も
一
定
の
相
関
関
係
を
も
つ
。
外

敵
襲
来
時
の
「
戦
場
」
と
な
る
筑
紫
は
そ
の
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。
玄
界
灘
航

路
の
要
衝
で
あ
る
宗
像
地
域
は
、
拠
点
的
ミ
ヤ
ケ
・
古
代
山
城
分
布
の
空
白
地

で
あ
る
が
、
同
地
は
倭
政
権
が
宗
像
神
に
奉
じ
た
充
神
民
の
居
住
地
で
あ
る
。

飛
鳥
時
代
後
半
（
七
世
紀
後
半
）
に
は
神
郡
が
設
定
さ
れ
、
古
代
山
城
築
城
期

に
お
け
る
倭
政
権
の
宗
教
的
施
策
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
た
。
神
郡
郡
司
・

宗
像
神
社
神
主
を
同
族
の
み
で
独
占
す
る
宗
像
君
と
、
そ
の
服
属
集
団
で
あ
る

宗
像
部
は
玄
界
灘
航
路
沿
い
の
港
湾
に
分
布
し
、
古
墳
時
代
中
期
以
後
、
筑
紫

君
と
な
ら
ぶ
大
規
模
動
員
力
を
古
代
山
城
築
城
期
に
も
保
持
し
て
い
た
。
つ
ま

り
、宗
像
神
が
坐
す
神
郡
は
、軍
事
と
宗
教
の
両
面
で
守
護
さ
れ
た
土
地
で
あ
っ

た
と
評
価
で
き
る
。

　

総
括
す
る
と
、「
戦
場
」
と
な
る
筑
紫
で
の
古
代
山
城
配
置
に
は
、
地
質
環

境
や
交
通
路
と
い
っ
た
即
物
的
な
軍
事
要
因
だ
け
で
な
く
、
①
各
国
造
軍
を
率

い
る
氏
族
の
歴
史
的
実
績
や
、
②
倭
政
権
の
国
家
的
宗
教
体
系
も
反
映
し
て
い

る
と
結
論
で
き
る
。

註１
：
既
而
天
皇
謂
高
市
皇
子
曰
「
其
近
江
朝
左
右
大
臣
及
智
謀
群
臣
共
定
議
、
今
朕
無
與
計

事
者
、
唯
有
幼
少
孺
子
耳
。
奈
之
何
。」
皇
子
、
攘
臂
案
劒
奏
言
「
近
江
群
臣
、
雖
多

何
敢
逆
天
皇
之
靈
哉
。
天
皇
雖
獨
、
則
臣
高
市
、
頼
神
祇
之
靈
、
請
天
皇
之
命
、
引
率

諸
將
而
征
討
。
豈
有
距
乎
。」
爰
天
皇
譽
之
、
携
手
撫
背
曰
「
愼
不
可
怠
。」
因
賜
鞍
馬
、

悉
授
軍
事
。
皇
子
則
還
和
蹔
。
天
皇
於
茲
、
行
宮
興
野
上
而
居
焉
。
此
夜
、
雷
電
雨
甚
。

天
皇
祈
之
曰
、
天
神
地
祇
扶
朕
者
雷
雨
息
矣
。
言
訖
卽
雷
雨
止
之
。【『
日
本
書
紀
』
巻

第
二
十
八
】
等　

２
：
天
萬
豐
日
天
皇
、
天
豐
財
重
日
足
姬
天
皇
同
母
弟
也
。
尊
佛
法
、
輕
神
道
斮
生
國
魂

社
樹
之
類
、
是
也
。
爲
人
柔
仁
好
儒
。
不
擇
貴
賤
、
頻
降
恩
勅
。【『
日
本
書
紀
』
巻
第

二
十
五
】
等

３
：
丁
亥
、
高
市
皇
子
、
遣
使
於
桑
名
郡
家
、
以
奏
言
「
遠
居
御
所
、
行
政
不
便
。
宜
御
近

處
。」
卽
日
、
天
皇
留
皇
后
而
入
不
破
。【『
日
本
書
紀
』
巻
第
二
十
八
】
等

４
：
朴
市
田
來
津
獨
進
而
諫
曰
「
避
城
與
敵
所
在
之
間
一
夜
可
行
、
相
近
茲
甚
。
若
有
不
虞
、

其
悔
難
及
者
矣
。
夫
飢
者
後
也
、
亡
者
先
也
。
今
敵
所
以
不
妄
來
者
、
州
柔
設
置
山
險

盡
爲
防
禦
、
山
峻
高
而
谿
隘
、
守
易
而
攻
難
之
故
也
。【『
日
本
書
紀
』
巻
第
二
十
七
】

等

５
：
ム
ナ
カ
タ
の
表
記
に
は
、
胸
肩
・
胸
形
・
宗
形
等
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
原
文
引
用
を

除
き
、「
宗
像
」
で
表
記
を
統
一
す
る
。

６
：
是
月
、
阿
知
使
主
等
自
吳
至
筑
紫
、
時
胸
形
大
神
有
乞
工
女
等
、
故
以
兄
媛
奉
於
胸
形

大
神
、
是
則
今
在
筑
紫
國
御
使
君
之
祖
也
。【『
日
本
書
紀
』
巻
第
十
】

７
：
五
年
春
三
月
戊
午
朔
、
於
筑
紫
所
居
三
神
、
見
于
宮
中
、
言
「
何
奪
我
民
矣
、
吾
今
慚

汝
。」
於
是
、
禱
而
不
祠
。

　
　

冬
十
月
甲
寅
朔
甲
子
、
葬
皇
妃
。
既
而
天
皇
、
悔
之
不
治
神
崇
而
亡
皇
妃
、
更
求
其
咎
、

或
者
曰
「
車
持
君
、
行
於
筑
紫
國
而
悉
校
車
持
部
、
兼
取
充
神
者
。
必
是
罪
矣
。」
天

皇
則
喚
車
持
君
、
以
推
問
之
、
事
既
得
實
焉
。
因
以
、
數
之
曰
「
爾
雖
車
持
君
、
縱
檢

校
天
子
之
百
姓
、
罪
一
也
。
既
分
寄
于
神
車
持
部
、
兼
奪
取
之
、
罪
二
也
。」
則
負
惡

解
除
・
善
解
除
而
出
於
長
渚
崎
令
秡
禊
。
既
而
詔
之
曰
「
自
今
以
後
、
不
得
掌
筑
紫
之
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車
持
部
。」
乃
悉
收
以
更
分
之
、
奉
於
三
神
。【『
日
本
書
紀
』
巻
第
十
二
】

８
：
九
年
春
二
月
甲
子
朔
、
遣
凡
河
內
直
香
賜
與
采
女
、
祠
胸
方
神
。
香
賜
、
既
至
壇
所
香

賜
、
此
云
舸
拕
夫
及
將
行
事
、
姧
其
采
女
。
天
皇
聞
之
曰
「
詞
神
祈
福
、
可
不
愼
歟
。」

乃
遣
難
波
日
鷹
吉
士
將
誅
之
、
時
香
賜
退
逃
亡
不
在
。
天
皇
復
遣
弓
削
連
豐
穗
、
普
求

國
郡
縣
、
遂
於
三
嶋
郡
藍
原
、
執
而
斬
焉
。【『
日
本
書
紀
』
巻
第
十
四
】

９
：
次
納
胸
形
君
德
善
女
尼
子
娘
、
生
高
市
皇
子
命
。【『
日
本
書
紀
』
巻
第
二
十
九
】

10
：
男
、
至
筑
紫
時
、
栗
隈
王
、
承
符
對
曰
「
筑
紫
國
者
、
元
戍
邊
賊
之
難
也
。
其
峻
城
深

隍
臨
海
守
者
、
豈
爲
內
賊
耶
。
今
畏
命
而
發
軍
、
則
國
空
矣
。
若
不
意
之
外
有
倉
卒
之

事
、
頓
社
稷
傾
之
。
然
後
雖
百
殺
臣
、
何
益
焉
。
豈
敢
背
德
耶
、
輙
不
動
兵
者
其
是
緣

也
。」
時
、
栗
隈
王
之
二
子
、
三
野
王
・
武
家
王
、
佩
劒
立
于
側
而
無
退
。【『
日
本
書
紀
』

巻
第
二
十
八
】

11
：
當
是
時
、
大
伴
連
馬
來
田
・
弟
吹
負
、
並
見
時
否
、
以
稱
病
退
於
倭
家
。
然
知
其
登

嗣
位
者
必
所
居
吉
野
大
皇
弟
矣
。
是
以
、
馬
來
田
、
先
從
天
皇
。
唯
吹
負
、
留
謂
立
名

于
一
時
欲
寧
艱
難
。
卽
招
一
二
族
及
諸
豪
傑
、
僅
得
數
十
人
。【『
日
本
書
紀
』
巻
第

二
十
八
】

12
：
天
武
天
皇
一
二
年
（
六
八
三
年
）
～
一
四
年
（
六
八
五
年
）
の
国
境
画
定
に
よ
り
国

造
制
が
廃
止
さ
れ
た
と
い
う
理
解
か
ら
、
国
造
制
と
評
制
が
重
層
的
に
維
持
さ
れ
た
と

い
う
立
場
を
と
る
（
篠
川
二
〇
二
一
）。
国
造
制
・
評
制
と
い
う
行
政
組
織
と
一
体
化

し
た
軍
事
組
織
の
名
称
を
「
国
造
軍
」・「
評
造
軍
」
と
呼
ぶ
か
は
意
見
が
分
か
れ
る
が
、

天
武
・
持
統
朝
の
行
政
・
兵
制
改
革
が
実
行
さ
れ
る
前
段
階
で
は
、
百
済
救
援
戦
争
時

と
同
質
の
兵
制
で
あ
っ
た
と
把
握
す
る
。

13
：
新
相
の
宗
像
型
横
穴
式
石
室
墳
に
採
用
さ
れ
る
複
室
構
造
は
、
肥
後
北
部
・
筑
後
を
分

布
核
と
す
る
石
室
空
間
設
計
で
あ
り
、
筑
紫
君
と
関
係
が
深
い
。
た
だ
し
、
そ
の
伝
播

は
連
鎖
的
に
生
じ
る
場
合
が
多
く
、
宗
像
地
域
の
場
合
は
、
通
時
的
に
関
係
が
あ
る
遠

賀
川
流
域
と
石
棚
と
と
も
に
複
室
構
造
を
共
有
し
た
と
把
握
で
き
る
。
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武
末
純
一
先
生
退
職
記
念
事
業
会

篠
川
賢 

二
〇
二
一
『
国
造 

大
和
政
権
と
地
方
豪
族
』
中
央
公
社

篠
川
賢 

二
〇
一
三
『
飛
鳥
と
古
代
国
家
』
日
本
古
代
の
歴
史
二 

吉
川
弘
文
館

白
木
英
敏 

二
〇
一
八
「
御
嶽
山
と
下
高
宮
の
祭
祀
遺
跡
」『
季
刊
考
古
学
・
別
冊
二
七 　

　

世
界
の
な
か
の
沖
ノ
島
』
雄
山
閣

清
喜
裕
二 

二
〇
一
八
「
沖
ノ
島
の
滑
石
製
品
」『
季
刊
考
古
学
・
別
冊
二
七 

世
界
の
な
か

　

の
沖
ノ
島
』
雄
山
閣

平
尾
和
久
・
上
田
龍
児
・
小
嶋
篤
二
〇
二
〇
四
「
筑
前
に
お
け
る
集
落
と
古
墳
の
動
態

　

-

弥
生
時
代
終
末
期
～
飛
鳥
時
代-

」『
集
落
と
古
墳
の
動
態
Ⅴ
』
第
二
五
回
九
州
前
方

　

後
円
墳
研
究
会

松
村
一
良 

一
九
九
四
「
上
津
土
塁
跡
」『
久
留
米
市
史
』
第
一
二
巻 

久
留
米
市

松
川
博
一 

二
〇
二
四
「
六 

官
衙
と
古
代
の
く
ら
し
」『
新
修 

宗
像
市
史
』
宗
像
市

向
井
一
雄 

二
〇
一
七
『
よ
み
が
え
る
古
代
山
城
』
吉
川
弘
文
館

森
弘
子 

二
〇
一
二
「
神
々
の
成
立
と
福
岡
県
の
神
社
」『
福
岡
県
の
神
社
』
海
鳥
社

矢
野
裕
介 

二
〇
一
八
「
鞠
智
城
の
変
遷
に
関
す
る
一
考
察
」『
大
宰
府
の
研
究
』
高
志
書
院

矢
野
裕
介 

二
〇
一
九
「
有
明
海
沿
岸
に
お
け
る
古
代
山
城
の
年
代
論
」『
大
宰
府
学
研
究
』

　

九
州
国
立
博
物
館
ア
ジ
ア
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー
研
究
論
集
第
一
集 

九
州
国
立
博
物
館

吉
田
東
明
・
進
村
真
之
・
宮
地
聡
一
郎
・
小
嶋
篤 

二
〇
二
二
「
大
野
城
跡
・
四
王
院
跡
出

　

土
土
器
の
総
量
分
析
」『
大
宰
府
四
王
院
』
九
州
国
立
博
物
館

吉
田
東
明　

二
〇
二
四
「
大
宰
府
外
郭
線
」『
季
刊
考
古
学
・
別
冊
四
六 

九
州
考
古
学
の
最

　
　

＾
ー
前
線
２
』
雄
山
閣


